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１ 「県が直営で行うことを想定していない施設の場合」 及び ②「利用料金制をとる場合」 の例 

 

千葉県○○センター設置管理条例 

（趣旨） 

第一条 この条例は、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百四十四

条の二第一項の規定により、千葉県○○センターの設置及び管理に関し必要な

事項を定めるものとする。 

（設置） 

第二条 県は、県民の○○○○○○に資するため、千葉県○○センター（以下「セ

ンター」という。）を△△市××字□□千百十一番地に設置する。 

（業務） 

第三条 センターの業務は、次の各号に掲げるとおりとする。 

一 ○○活動のための施設の提供 

二 ○○のための会場の提供 

三 その他センターの設置の目的を達成するため必要な業務 

（指定管理者による管理） 

第五条 知事は、センターの設置の目的を効果的に達成するため、センターの管

理を、法人その他の団体であって知事が指定するもの（以下「指定管理者」と

いう。）に行わせるものとする。 

（業務の範囲） 

第六条 指定管理者が行う業務の範囲は、第三条各号に掲げる業務とする。 

（利用の承認） 

第七条 施設等を利用しようとする者は、あらかじめ、指定管理者の承認を受

けなければならない。 

２ 前項の承認には、センターの管理上必要な条件を付することができる。 

（利用の不承認） 

第八条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、センターの施

設等の利用を承認しないことができる。 

一 その利用が、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると

き。 

二 その利用が、センターの設置の目的に反すると認められるとき。 

三 その他センターの管理上支障があると認められるとき。 

（利用者の資格） 

第四条 センターの施設及びその附属設備（以下「施設等」という。）を利用す

ることができる者は、○○である者とする。ただし、これらの者の利用を妨

げない範囲内でこれらの者以外の者も利用することができる。 

参考資料２ 

利用者の資格を制限したい場合は入れる。 
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（利用の承認の取消し等） 

第九条 指定管理者は、第七条の規定による利用の承認を受けた者（以下「利

用者」という。）が次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を制限し、

又はその承認を取り消し、若しくは停止することができる。 

一 この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。 

二 第七条第二項の規定による利用の条件に違反したとき。 

三 虚偽の申請その他不正の手段により利用の承認を受けた事実が明らかと

なったとき。 

四 その他センターの管理上支障があると認められるとき。 

 

（管理の基準） 

第十条 この条例に定めるもののほか、指定管理者が行う管理の基準については、

規則で定める。 

（利用料金） 

第十一条 センターを利用しようとする者は、指定管理者にその利用に係る料

金（以下「利用料金」という。）を支払わなければならない。 

２ 指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受する。 

３ 利用料金の額は、別表に掲げる額の範囲内において指定管理者が定める額

とする。 

４ 指定管理者は、前項の規定により利用料金の額を定めようとするときは、

あらかじめ知事の承認を受けなければならない。その額を変更しようとする

ときも、同様とする。 

（利用料金の支払の時期） 

第十二条 利用料金は、指定管理者が定める支払の時期までに支払わなければ

ならない。 

（利用料金の免除） 

第十三条 指定管理者は、知事の承認を受けて定めた基準により、利用料金の

全部又は一部を免除することができる。 

（利用料金の返還） 

第十四条 支払われた利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者が、災害

その他特別の理由があると認めるときは、この限りでない。 

 

 

 

 

 

施設利用に承認（許可）が必要であることをことさら条例に書く必要がない施設につい

ては、施設利用の承認（許可）に係る規定は、不要。 
 

施設の運営に利用料金制を用いない場合は、第十一条から十四条までの規定は不要 

（①の場合にあり得る。） 
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（知事による管理） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第十五条 知事は、指定管理者の指定を受けるものがないとき、指定管理者を指定す

ることができないとき、又は地方自治法第二百四十四条の二第十一項の規定により

指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一

部の停止を命じたときは、第五条の規定にかかわらず、指定管理者を指定し、又は

当該停止の期間が終了するまでの間、臨時にセンターの管理の業務の全部又は一部

を行うものとする。 

 
 
 

指定管理者の選定に係る議決が否決されるなど、指定管理者の指定ができない場合、臨時的に知事が施

設の管理業務を行うことができるようにするための規定 

２ 前項の場合（業務の一部の停止を命じたことによる場合にあっては、当該停止を

命じた業務に施設の利用の承認が含まれるときに限る。）における第七条から第九

条までの規定の適用については、これらの規定中「指定管理者」とあるのは「知事」

と、第七条第一項中「ならない」とあるのは「ならない。ただし当該利用について

指定管理者の承認を受けている場合は、この限りではない」とする。 

 

 
 

前項（臨時的に知事が管理を行う）の場合、施設の利用承認（７条～９条）は、「指定管理者」ではな

く、「知事」が行うこととする読み替え規定 

３ 第一項の場合（業務の一部の停止を命じたことによる場合にあっては、当該停止

を命じた業務に利用料金の収受が含まれるときに限る。）において、センターの有

料の施設を利用しようとする者は、第十一条の規定にかかわらず、別表に掲げる額

の範囲内において知事が定める使用料を納入しなければならない。ただし当該利用

について同条第一項の規定による利用料金を支払っている場合は、この限りでな

い。 

 

 

第一項（臨時的に知事が管理を行う）の場合、施設の利用に際し利用者が納めるのは、「指定管理者が

定める利用料金」（１１条）ではなく、「知事が定める使用料」とする読み替え規定 

４ 前項本文の場合における第十二条から前条まで及び別表の規定の適用について

は、これらの規定中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とある

のは「知事」と、第十三条中「知事の承認を受けて定めた基準」とあるのは「使用

料及び手数料条例第五条第三項の規定の例」と、同表中「第十一条第三項」とある

のは、「第十五条第三項」とする。 

 

 

 

前項（指定管理者が定める利用料金→知事が定める使用料とする読み替え）の場合、他の関連条文に

ついても同様に、指定管理者の定める利用料金ではなく知事が定める使用料とする読み替え規定 
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５ 知事は特に必要があると認めるときは、使用料の徴収を猶予し、又は分納さ

せることができる。 

６ 使用料を納入すべき者が当該使用料を納入すべき期限まで納入しない場合に

おいては、県税の例により延滞金を徴収する。ただし知事が特別の事情がある

と認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。 

７ 県民の日を定める条例に規定する県民の日その他規則で定める場合において、

センターの有料の施設で規則で定めるものに係る使用料については、第三項本

文の規定に関わらず、これを徴収しない。 

８ 偽りその他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収

を免れた金額の五倍に相当する金額（当該五倍に相当する金額が五万円を超え

ないときは、五万円とする。）以下の過料に処する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（委任） 

第十六条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、

規則で定める。 

 

別表（第十一条第三項） 

利用料金の名称 区分 単位 額の範囲 

    

 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、  年  月  日から施行する。 

（使用料及び手数料条例の一部改正） 

２ 使用料及び手数料条例（昭和三十一年千葉県条例第六号）の一部を次のよ

うに改正する。 

別表第二(一)中○○○の項を削る。 
利用料金制に改正する場合入れる。 

９ 第一項の規定により知事が管理の業務の全部又は一部を行った後指定管理者が

当該業務を行うこととなった場合における第七条第一項及び第十一条第一項の規

定の適用については、第七条第一項中「ならない」とあるのは「ならない。ただし、

当該利用について知事の承認を受けている場合は、この限りでない」と、第十一条

第一項中「ならない」とあるのは「ならない。ただし、当該利用について第十五条

第三項本文の規定による使用料を納入している場合はこの限りでない」とする。 

 

 

 

 

臨時的な知事による施設管理を指定管理者が引き継いだ場合における、施設の利用承認及び利用料金の

取扱いに関する規定（→知事による施設利用承認を受け、また、使用料を納めている場合は、管理主体

が指定管理者に移ったことによる、改めての指定管理者による利用承認及び利用料金の納入は不要） 



- 6 - 

２ 「県が直営で行うことも想定される施設で、利用料金制をとらない場合」 の例 

 

千葉県○○センター設置管理条例 

（趣旨） 

第一条 この条例は、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百四十四

条の二第一項の規定により、千葉県○○センターの設置及び管理に関し必要な

事項を定めるものとする。 

（設置） 

第二条 県は、県民の○○○○○○に資するため、千葉県○○センター（以下「セ

ンター」という。）を△△市××字□□千百十一番地に設置する。 

（業務） 

第三条 センターの業務は、次の各号に掲げるとおりとする。 

一 ○○活動のための施設の提供 

二 ○○のための会場の提供 

三 その他センターの設置の目的を達成するため必要な業務 

（利用者の資格） 

第四条 センターの施設及びその附属設備（以下「施設等」という。）を利用する

ことができる者は、○○である者とする。ただし、これらの者の利用を妨げな

い範囲内でこれらの者以外の者も利用することができる。 

 

（利用の承認） 

第五条 施設等を利用しようとする者は、あらかじめ、知事の承認を受けなけれ

ばならない。 

２ 前項の承認には、センターの管理上必要な条件を付することができる。 

（利用の不承認） 

第六条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合は、センターの施設等の利

用を承認しないことができる。 

一 その利用が、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。 

二 その利用が、センターの設置の目的に反すると認められるとき。 

三 その他センターの管理上支障があると認められるとき。 

（利用の承認の取消し等） 

第七条 知事は、第五条の規定による利用の承認を受けた者（以下「利用者」と

いう。）が次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を制限し、又はその

承認を取り消し、若しくは停止することができる。 

一 この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。 

二 第五条第二項の規定による利用の条件に違反したとき。 

三 虚偽の申請その他不正の手段により利用の承認を受けた事実が明らかとな

ったとき。 

利用者の資格を制限したい場合は入れる。 
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四 その他センターの管理上支障があると認められるとき。 

 

 

（指定管理者による管理） 

第八条 知事は、センターの設置の目的を効果的に達成するため、センターの管

理を、法人その他の団体であって知事が指定するもの（以下「指定管理者」と

いう。）に行わせることができる。 

（業務の範囲） 

第九条 指定管理者が行う業務の範囲は、第三条各号に掲げる業務（第五条の規

定による施設等の利用の承認を含む。）とする。この場合における第五条から第

七条までの規定の適用については、これらの規定中「知事」とあるのは、「指定

管理者」とする。 

（管理の基準） 

第十条 この条例に定めるもののほか、指定管理者が行う管理の基準については、

規則で定める。 

（委任） 

第十一条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、

規則で定める。 

   附 則 

（施行期日） 

この条例は、  年  月  日から施行する。 

 

施設利用に承認（許可）が必要であることをことさら条例に書く必要がない施設につい

ては、施設利用の承認（許可）に係る規定は、不要。 
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○○センター指定管理者募集要項 

 

 ○○センターの指定管理者を募集します。 

 

１ 対象施設の概要 

（１）名 称 

    ○○センター 

（２）所在地 

    ○○市○○○町○丁目○○番○号 

（３）施設の沿革、役割等 

    ○○○・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。 

（４）施設概要 

    敷地面積 ○○㎡ 

    延床面積 ○○㎡（ ○○棟 ○○㎡、○○棟 ○○㎡、○○園○○棟 ○○㎡） 

（５）開館時間及び休館日等 

    開館時間は午前９時から午後５時まで、各施設の利用時間は次のとおり。 

施設 区分 利用時間 

○○施設  ～ 

○○園  ～ 

    休館日は月曜日（祝日の場合はその翌日）と 12 月 29 日から１月３日まで。 

（６）施設利用者数                     （単位：人） 

 ○年度 ○年度 ○年度 

○○施設 ××人 ××人 ××人 

○○園   ××人   ××人   ××人 

  総  計  ×××人  ×××人  ×××人 

（７）収支状況 

   ○○年度～○○年度の状況 

     別紙のとおり 

 

２ 指定管理者の業務の範囲 

（１）施設等の運営に関する業務 

   ○○センターの施設及び設備、備品の利用許可等に関する業務 

   ○○センターの利用料金の設定及び収受等に関する業務 

（２）施設等の管理に関する業務 

   ○○センターの施設等の維持管理及び修繕に関する業務 

（３）その他の業務 

   ○○・・・・・・・ 

 

３ 業務の基準 

（１）○○センターの管理運営を行うに当たっては、次の関係法令等の規定を遵守すること。 

① ○○法、同施行令、同施行規則 

② 千葉県○○センター設置管理条例、千葉県○○センター管理規則 

③ 労働基準法、最低賃金法及び健康保険法等の労働関係諸法令、○○○○関係法令 

参考資料３ 

過去３か年程度の利用料金(使用料)・維持管理費等の推移が

分かるように記載すること。 



- 9 - 

④ その他関連法規 

なお、指定管理者が○○センターの利用者に対して行う許可その他の処分には、千葉県

行政手続条例（平成７年千葉県条例第 48 号）が適用されるので留意すること。 

（２）指定管理者は、「指定管理者の業務の範囲」に掲げる業務（以下「指定管理業務」という。）

のほか、○○センターの施設内において、「２ 指定管理者の業務の範囲」に該当する業務

以外の業務であり、使用料・利用料金以外の費用を利用者等から徴して行う、施設のサー

ビス向上に資する事業（以下「自主事業」という。）を実施することができる。自主事業に

ついては事業計画書に実施内容を記載するとともに、必要に応じて行政財産の目的外使用

許可を得ること。 

（３）事業計画書提出後に新たな事業を企画・実施するなど事業計画を変更する場合、実施内

容や利用者から徴収する料金等について、事前に県への協議を行うこと。 

（４）○○センターの管理の業務（自主事業を含む）の経理は、指定管理者が実施する他の事

業と明確に区分し、収支に関する帳票その他事業に係る記録を整備すること。また、県が

必要と認めるときは、その報告や実地調査に誠実に応じること。 

（５）○○センターの指定管理者が作成し、又は取得した文書（○○センターの管理の業務に

係るものに限る。以下「管理文書」という。）は、千葉県情報公開条例（平成 12 年千葉県

条例第 65 号）に規定する行政文書に準ずるものとして適正に管理を行うこと。 

   なお、指定管理者は、管理文書の分類、保存及び廃棄に関する基準その他管理文書の  

管理に関し、必要な事項を年度毎に定め、県に報告し了承を得るものとする。（管理開始  

年度の基準等については、指定管理者になる団体が管理開始日の７日前までに県に報告し

了承を得る。） 

（６）指定管理者が保有する管理文書について、知事に対し個人情報の保護に関する法律（平

成 15 年法律第 57 号）に基づく個人情報の開示の請求又は千葉県情報公開条例に基づく 

行政文書の開示の請求があった場合において、知事からこれらの請求に係る管理文書の提

出を求められたときは、これに応ずること。 

（７）指定管理者は、○○センターの管理の業務に係る個人情報について、個人情報の保護に

関する法律（平成 15 年法律第 57 号）及び「個人情報の保護に関する法律についてのガイ

ドライン」に基づき適正に取り扱うこと。 

（８）指定管理者が行う○○センターの利用者に対する各種の指導については、千葉県行政手

続条例第４章の規定の適用はないが、指定管理者は、これらの指導に当たっては、県の機

関に準ずるものとして、同章の趣旨にのっとり適切に行うこと。 

（９）施設設備及び物品の維持管理を適切に行うこと。 

（10）省資源や省エネルギーの推進など、「千葉県庁エコオフィスプラン」の趣旨に基づいた取

組みを実施すること。 

（11）○○○・・・・・・・・・・・・。 

（12）指定管理者が行う業務の詳細については、○○センター管理業務仕様書によること。 

 

 

 

 

 

基準について、詳細に明記する必要がある場合

は、仕様書等として別途添付する。 
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４ 指定の期間 

  ○○年○○月○○日から○○年○○月○○日までとします。 

  ただし、管理を継続することが適当でないと認めるときは指定を取り消すことがあります。 

 

５ 応 募 

（１）応募資格 

法人その他の団体（個人での応募はできません。）又はそのグループであって、次の全ての

条件を満たすものとします。 

  ① 会社更生法、民事再生法等による手続をしている団体でないこと。 

  ② 法人税、消費税、地方消費税、県税及び市町村税を滞納していないこと。 

  ③ 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第１６７条の４の規定により、本県から入

札の参加者資格を取り消されていないこと。 

 

  ④２年以内に労働基準監督署から是正勧告を受けていないこと（受けている場合には、  

必要な措置の実施について労働基準監督署に報告済みであること） 

  ⑤ 役員に破産者及び禁固以上の刑に処せられている者がいないこと。 

 

 

  ⑥ 次に掲げる暴力団排除措置事由に該当しないこと。 

ア 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号。

以下「暴力団対策法」という。）第２条第２号に規定するものをいう。以下同じ。）又は

それらの利益となる活動を行う団体であるとき。 

イ 役員が暴力団対策法第２条第６号に規定する暴力団員若しくはこれに準ずる者（以

下「暴力団関係者」という。）であるとき又は暴力団関係者が経営に実質的に関与して

いるとき。 

ウ 役員が、自社、自己もしくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を与える

目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしているとき。 

エ 役員が、暴力団又は暴力団関係者に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど

積極的に暴力団の維持、運営に協力し、もしくは関与しているとき。 

オ 役員が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 

カ 役員が、暴力団関係者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしている

とき。 

  ⑦ ○○○・・・・・・・・・・・・。 

（２）グループ応募 

○○センターのサービスの向上並びに業務の効率的な実施を図る上で必要な場合は、複数

の法人等（以下「グループ」という。）が共同して応募することができます。この場合は、

次の事項に留意して申請してください。 

① グループにより申請をする場合は、グループの名称を設定し、代表となる法人等を選

定すること。なお、代表となる法人等以外は、当該グループの構成団体として扱いま

す。 

また、代表となる法人等又は構成団体の変更は認めません。 

② グループ応募については、グループ（共同体）応募届（様式第３号）、グループ（共同

警察本部との取決めにより、必要に応じ、指定管理者に応募した団体の役員等が暴力団

関係者であるか否かについて、県警に照会することできる。（資産経営課経由） 

施設所管課において、適当な年数を設定すること。 
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体）構成団体業務分担表（様式第４号）、グループ（共同体）協定書（様式第５号）を提

出してください。 

③ グループの構成員は、他のグループの構成員となり、又は単独で申請を行うことはでき

ません。 

   ④ ○○○・・・・・・・・・・・・。 

 

 

６ 提出書類 

  申請に当たっては、以下の書類を県に提出していただきます。なお、県が必要と認める  

場合は、追加資料の提出を求めることがあります。また、申請書に記載漏れや添付書類の不

足等、形式的な不備がある場合は、数日程度の期限を定めて補正を指示することがあるので、

速やかに対応してください。 

（１）指定申請書（千葉県公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則（平成

16 年千葉県規則第 52 号）別記様式、押印不要） 

（２）事業計画書（様式第１号） 

 

 

（３）関係書類 

  ① 申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表、損益計算書、収支決算書

その他の団体の財務状況を明らかにする書類 

② 申請の日の属する事業年度の前事業年度における事業報告書その他、団体の業務の内

容を明らかにする書類 

③ 定款、寄附行為、規約又はこれらに類する書類 

  ④ 法人の登記事項証明書及び印鑑証明書（法人のみ） 

  ⑤ 団体の役員名簿及び役員の履歴書 

⑥ 法人税、消費税及び地方消費税、千葉県税、市町村税（本店及び県内事業所にかかるも

の）の各納税証明書（法人税、消費税及び地方消費税、県税及び市町村税を滞納していな

いことが確認できるもの） 

・法人税、消費税及び地方消費税は、税務署発行の納税証明書（その３の３） 

・千葉県税は、県税事務所発行の納税証明書（第４０号様式その２） 

・市町村税の納税証明書（様式名は各市町村へお問い合わせください） 

⑦ 労働者災害補償保険に加入していることを証する書類（従業員を雇用していない事業

者は除く。） 

⑧ 障害者雇用状況報告書の写し（今年度公共職業安定所長に提出した、受付印があるもの。

ただし、インターネット経由で提出した場合、受付印は不要。）。なお、公共職業安定所長

への提出義務のない事業主については、障害者雇用状況報告書（様式第２号）。 

⑨ 厚生労働省が所管する事業者のための労務管理・安全衛生管理診断サイト「スタートア

ップ労働条件」のＷＥＢ診断結果 

⑩ ２年以内に労働基準監督署から是正勧告を受けている場合、必要な措置の実施につい

て労働基準監督署に報告済みであることを証する書類 

⑪ グループによる応募に当たっては、グループ構成員となる全ての法人等の上記関係書

類に加え、次の書類を提出してください。 

・グループ（共同体）応募届（様式第３号） 

・グループ（共同体）構成団体業務分担表（様式第４号） 

・グループ（共同体）協定書（様式第５号） 

事業計画書に、管理運営の基本方針、管理運営実施計画、利用者サービスの

向上、管理運営コスト縮減の取組み、実施体制、収支計画（様式第１号の２、

２の２、２の３、３、４）、職員の配置及び育成、類似施設の運営実績 

（又は今後予定している指定管理者業務）、地域への貢献などが記載される

よう、書式を定めること。 
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（４）提出部数 

   提出部数は、正本１部、副本○部（副本は複写可）とします。 

 

７ 管理運営経費等 

（１）管理運営経費 

  ○○センターの利用に係る料金については指定管理者の収入とし、管理運営経費に充てる

ものとします。（利用料金制の場合） 

  ○○センターの管理業務に係る千葉県負担（指定管理料）については、消費税及び特別地

方消費税込みの額で、以下の参考金額以内として申請の際の事業計画、収支予算を策定して

ください。 

  なお、危険負担は危険負担表（別記）のとおりです。 

  （参考金額） ○○年度  ○○○千円（  円） 

         ○○年度  ○○○千円（  円） 

         ○○年度  ○○○千円（  円） 

         ○○年度  ○○○千円（  円） 

         ○○年度  ○○○千円（  円） 

                 合計 ○○○○千円（  円） 

※（ ）はうち消費税及び特別地方消費税の額 

（２）指定期間中の施設の大規模修繕・変更予定 

     ○○○○ 

（３）運営上の課題 

     ○○○○ 

     

８ 質問事項の受付 

  募集要項の内容等に関する質問を次のとおり受け付けます。 

① 受付期間  ○○年○月○日（○）から○○年○月○日（○）まで 

② 受付方法  質問書（様式第６号）に記入の上、ＦＡＸ又は電子メールで提出して 

ください。 

          FAX043-○○-○○ E-Mail ○○@○○.pref.chiba.lg.jp 

 

９ 現地説明会の実施 

 現地説明会を次により開催します。参加を希望される場合は、法人等の名称及び参加する

方の氏名をあらかじめ連絡してください。 

  ① 開催日時  ○○年○月○日（○） 午後○時から○時間程度 

  ② 開催場所  ○○センター○○会議室 

  ③ 連 絡 先  千葉県○○部○○課○○室 TEL043-223-○○ 

 

10 申請書提出先及び提出期間 

（１）提 出 先  千葉県○○部○○課○○室（県庁○庁舎○階） 

         〒260-8667 千葉市中央区市場町１－１ 

         TEL 043-223-○○ 

（２）提出期間  ○○年○月○日(○)から○○年○月○○日(○)まで（県の休日を除く）の

午前８時３０分から午後５時までとします。 

          ※郵送の場合、書留郵便により最終日の午後５時までに必着のこと。 

          ※電子メール、ファクシミリでの提出は認めません。 

特記すべき課題がある場合 
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11 選定方法 

（１） 提出された提案書類をもとに次の審査基準に沿って、外部有識者等に意見を求めた上で、

指定管理者（候補者）選定委員会において候補者を選定します。 

 

 

（２）選定審査において、申請者である法人その他の団体の代表者又は代理の方のプレゼンテ

ーションをお願いします。（時間、場所については申請者に後日連絡します。） 

（３）グループで応募した団体については、選定審査に先立ち、選定委員会において、提出さ

れた書類（上記６、（３）関係書類、様式第３号以下）に基づき、グループ化の理由、構成

団体の業務・責任分担等の審査を行います。 

 

12 申請に要する経費 

  申請に要する経費等はすべて申請者の負担とします。 

 

13 無効又は失格 

  以下の事項に該当する場合は、無効又は失格となることがあります。 

① 申請書の提出方法、提出先、提出期限などが守られなかったとき。 

② 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの 

③ 申請書に記載すべき事項以外の内容が記載されているもの 

④ 虚偽の内容が記載されているもの 

⑤ その他、選定委員会で協議の結果、審査を行うに当たって不適当と認められるもの 

 

14 選定結果 

  選定委員会で候補者に選定された団体については、○○年○月○旬頃に千葉県ホームペー

ジに掲載します。また、選定結果の詳細については、○○年○月○旬頃に千葉県ホームペー

ジに掲載します。 

  

15 指定管理者の決定及び協定 

（１）指定管理者は○○年１２月千葉県議会の議決を経て決定（指定）されます。 

（２）指定後、県と指定管理者の協議に基づき、管理に関する協定を締結します。 

 

16 スケジュール 

公募から管理開始までの主なスケジュールは次のとおりです。 
  ○○年○○月○○日（○） 募集要項公表・配布開始 

○○日（○） 現地説明会 
質問事項受付開始 

○○日（○） 申請書受付開始 
○○日（○） 質問事項締切 

○○月○○日（○） 申請書提出期限 
○○日（○） プレゼンテーション 
       外部有識者等からの意見聴取 

○○月○○日（○） 選定委員会で候補者の審査・選定、選定団体の公表 
選定結果の公表 

○○月         指定管理者の議決 
○○月          指定管理者の指定 
○○月             協定書の締結 
          管理業務の引継ぎ 

  ○○年  ４月～      指定管理者による管理開始 
 

「○○センター指定管理者審査基準」を別途添付する 
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17 その他 

（１）提出書類は必要に応じ複写します。使用は県庁内及び選定委員会等において、選定の検

討にあたり県が必要と認めるときに限ります。 

（２）指定されなかった団体の提出書類は、指定管理者の指定の議決後○日以内に限り、申請

者からの請求及び費用負担により原本（正本・副本）を返却します。 

（３）提出書類(複写物を含む)は情報公開の請求により、千葉県情報公開条例に基づき開示す

ることがあります。 

（４）「５ 応募（１）⑥」に該当するか否かについて、警察本部に照会を行う場合があります。 

 
問い合わせ先 

 千葉県○○部○○課○○室 

  担当者 ○○、○○ 

 TEL043-223-○○ FAX043-○○-○○ 

 E-Mail ○○@○○.pref.chiba.lg.jp 
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危険負担表（例） 

種類 内容 
負担者 

県 
指定 

管理者 

物価変動 人件費、物品費等物価変動に伴う経費の増  ○ 

金利変動 金利の変動に伴う経費の増  ○ 

周辺地域・住民及び施

設利用者への対応 

地域との協調  ○ 

施設管理、運営業務内容に対する住民及び施設利用者からの 

反対、訴訟、要望への対応 
 ○ 

上記以外 ○  

法令の変更 施設管理、運営に影響を及ぼす法令変更 ○  

指定管理者自身に影響を及ぼす法令変更  ○ 

税制度の変更 施設管理、運営に影響を及ぼす税制変更 ○  

一般的な税制変更  ○ 

政治、行政的理由によ

る事業変更 

政治、行政的理由から、施設管理、運営業務の継続に支障が  

生じた場合、又は業務内容の変更を余儀なくされた場合の経費

及びその後の維持管理運営経費における当該事情による増加経

費負担 

○  

不可抗力 不可抗力（暴風、豪雨、洪水、地震、落盤、火災、争乱、暴動そ

の他の県又は指定管理者のいずれの責めにも帰すことの でき

ない自然的又は人為的な現象）に伴う、施設、設備の修復による

経費の増加及び事業履行不能 

○  

書類の誤り 仕様書等県が責任を持つ書類の誤りによるもの ○  

事業計画書等指定管理者が提案した内容の誤りによるもの  ○ 

資金調達 経費の支払い遅延（県→指定管理者）によって生じた事由 ○  

経費の支払い遅延（指定管理者→業者）によって生じた事由  ○ 

施設・設備・備品の損

傷に対する修繕 

経年劣化によるもの（極めて小規模なもの（1 件あたりの修繕額

が○○万円未満（消費税及び地方消費税を含む）のもの。但し、

税法上の資本的支出に該当しない範囲内に限る。）） 

 ○ 

    〃    （上記以外） ○  

第三者の行為から生じたもので相手方が特定できないもの 

（極めて小規模なもの 1 件あたりの修繕額が○○万円未満（消

費税及び地方消費税を含む）のもの。但し、税法上の資本的支出

に該当しない範囲内に限る。） 

 ○ 

  〃  （上記以外） ○  

資料等の損傷 管理者として注意義務を怠ったことによるもの  ○ 

第三者の行為から生じたもので相手方が特定できないもの 

（極めて小規模なもの（1 件あたり○○万円未満（消費税及び地

方消費税を含む）のもの)） 

 ○ 

  〃  （上記以外） ○  

第三者への賠償 管理者としての注意義務を怠ったことにより損害を与えた場合  ○ 

上記以外の理由により損害を与えた場合 ○  

セキュリティ 警備不備により情報漏洩、犯罪発生  ○ 

事業終了時の費用 指定管理業務の期間が終了した場合又は期間中途における業務

を廃止した場合における事業者の撤収費用 
 ○ 

※危険負担表については、原則として上記表の（例）によることとするが、施設の事業内容等
に応じて必要な修正を行う。施設・設備・備品・資料等の損傷に対する負担の額については、
施設ごとの状況に応じて定めること。 

別記 
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様式第１号  

事 業 計 画 書 
 
 ○○センターに係る指定管理者指定申請を行うにあたり、事業計画書を提出します。 
 なお、○○センター指定管理者募集要項「５応募（１）①から○」に掲げる全ての要件を  

満たしています。また、提出した申請書類に虚偽不正はありません。 
 
 

施設名 
 

団体名 
 

代表者名 
 

所在地 
 

電話番号 
 FAX 

番号  

 

メール 
アドレス 

 

担当者名 
 

 
 
 
 
 
 
 
（留意事項） 

○ 事業計画書作成にあたり、各提案項目（添付書類を除く）はできる限り１枚以内に      
収まるよう工夫してください。 



様式第1号の2

（単位：円）

指定管理業務 自主事業 計 指定管理業務 自主事業 計 指定管理業務 自主事業 計 指定管理業務 自主事業 計 指定管理業務 自主事業 計

指定管理料収入

利用料金収入

その他収入

合計（A）

人件費

消耗品費

修繕費

光熱水費

責任保険料

手数料

委託料

販売費及び一般管理費

合計（B）

　

収支計画表（○○年度～○○年度）

項目 ○年度 ○年度 ○年度 ○年度 ○年度

経理区分

収
入

支
出

【注意事項】
・収支項目及び対応金額は、収支計画書（様式第1号の2の2）の記載内容と一致させること。
・消費税及び特別地方消費税込みの額を記載すること。
・支出に係る各項目について、積算根拠を添付すること（様式第1号の2の3または任意様式にて提出）。

利益（又は損失）
（収支差額A-B）

-
1
7
 
-



様式第1号の2の2

（単位：円）

金額 内訳

指定管理料収入

利用料金収入

その他収入
利用者から使用料・利用料金以外の費用を徴して行う指定
管理業務についても記載すること。

合　計（A）

人件費
※　パート、アルバイトなどの非正規職員分も含めるこ
と。

うち給与（基本給） 給与積算内訳表（様式第1号の3）により提出すること。

うち手当
最低賃金の対象となる諸手当については、給与積算内訳表
（様式第1号の3）の備考欄に記載すること。

うち賞与

うちその他

消耗品費

修繕費

光熱水費

責任保険料

手数料

委託料
委託予定業務一覧表（様式第1号の4）により提出するこ
と。

販売費及び一般管
理費※１

財務諸表における売上高販管費比率や他業務との按分等、
合理的な算出根拠により求めることとし、算出根拠を内訳
欄に記載すること。また、利益相当額は含めないこと。

合　計（B）

※１　販売費及び一般管理費…施設の管理運営のために直接的に要した費用ではないものの、団体として事業を運
営するために必要な費用（間接部門の人件費、租税公課など）。
※２　利益（又は損失）…企業会計における営業利益（又は損失）のこと。

【注意事項】
①　年度によって収支計画が異なる場合は、収支計画書を年度別に作成すること。
②　本様式には、募集要項の「指定管理者の業務の範囲」に掲げる業務について記載すること。
　　なお、「指定管理者の業務の範囲」外の業務であっても、使用料・利用料金以外の費用を利用者等から徴しな
い場合は、
　　本様式に記載すること。
③　申請者が適用を受ける会計基準や業務内容に応じて、適宜修正して使用すること。
（販売費及び一般管理費、利益（又は損失）の相当項目については、必ず設けること。）
④　施設の管理運営のために直接的に要した費用と「販売費及び一般管理費」の区分については、申請者の財務諸
表における区分に準ずること。
⑤　指定管理業務と自主事業とに明確に区分できない支出がある場合には、収入比率など合理的と考えられる割合
により按分すること。
⑥　消費税及び特別地方消費税込みの額を記載すること。

収支計画書（○○年度）

【経理区分：指定管理業務】

項目

収
入

支
出

利益（又は損失）
（収支差額A－B）※２
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様式第1号の2の2

（単位：円）

金額 内訳

指定管理料収入

利用料金収入

その他収入 利用者から徴収する費用等について記載すること。

合　計（A）

人件費
※　パート、アルバイトなどの非正規職員分も含めるこ
と。

うち給与（基本給） 給与積算内訳表（様式第1号の3）により提出すること。

うち手当
最低賃金の対象となる諸手当については、給与積算内訳表
（様式第1号の3）の備考欄に記載すること。

うち賞与

うちその他

消耗品費

修繕費

光熱水費

責任保険料

手数料

委託料
委託予定業務一覧表（様式第1号の4）により提出するこ
と。

販売費及び一般管
理費※１

財務諸表における売上高販管費比率や他業務との按分等、
合理的な算出根拠により求めることとし、算出根拠を内訳
欄に記載すること。また、利益相当額は含めないこと。

合　計（B）

収支計画書（○○年度）

項目

【注意事項】
①　年度によって収支計画が異なる場合は、収支計画書を年度別に作成すること。
②　本様式には、募集要項の「指定管理者の業務の範囲」外の業務で、指定管理者が使用料・利用料金以外の費用を
利用者から徴して行う事業（自主事業）について記載すること。
③　申請者が適用を受ける会計基準や業務内容に応じて、適宜修正して使用すること。
（販売費及び一般管理費、利益（又は損失）の相当項目については、必ず設けること。）
④　施設の管理運営のために直接的に要した費用と「販売費及び一般管理費」の区分については、申請者の財務諸表
における区分に準ずること。
⑤　指定管理業務と自主事業とに明確に区分できない支出がある場合には、収入比率など合理的と考えられる割合に
より按分すること。
⑥　消費税及び特別地方消費税込みの額を記載すること。

※１　販売費及び一般管理費…施設の管理運営のために直接的に要した費用ではないものの、団体として事業を運営
するために必要な費用（間接部門の人件費、租税公課など）。
※２　利益（又は損失）…企業会計における営業利益（又は損失）のこと。

【経理区分：自主事業】

収
入

支
出

利益（又は損失）
（収支差額A－B）※２
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様式第1号の2の3

千葉県○○センター利用料金収入内訳書
利用料金の名称 単位 利用料金の額 ○年度 ○年度 ○年度 ○年度 ○年度

○件 ○件 ○件 ○件 ○件
○○○，○○○円 ○○○，○○○円 ○○○，○○○円 ○○○，○○○円 ○○○，○○○円
◇件 ◇件 ◇件 ◇件 ◇件
◇◇，◇◇◇円 ◇◇，◇◇◇円 ◇◇，◇◇◇円 ◇◇，◇◇◇円 ◇◇，◇◇◇円
△件 △件 △件 △件 △件
△△△，△△△円 △△△，△△△円 △△△，△△△円 △△△，△△△円 △△△，△△△円

□件 □件 □件 □件 □件

□□，□□□円 □□，□□□円 □□，□□□円 □□，□□□円 □□，□□□円

件 件 件 件 件
円 円 円 円 円

※年度ごとの合計金額は収支計画表（様式第1号の2）及び収支計画書（様式第1号の2の2）の利用料金収入と一致させること。

区分

（例）入場料 個人 大人 一人1回につき
○円

小人 一人1回につき
◇円

合計

（例）会議室利用料 入場料を徴しない場合 ○時間まで
△円

○時間を超え1
時間を増すごと
に

□円

-
20
 -



様式第1号の2の3

千葉県○○センター自主事業収入内訳書
自主事業の名称 利用者から徴する費用の額 ○年度 ○年度 ○年度 ○年度 ○年度

○件 ○件 ○件 ○件 ○件
○○○，○○○円 ○○○，○○○円 ○○○，○○○円 ○○○，○○○円 ○○○，○○○円
◇件 ◇件 ◇件 ◇件 ◇件
◇◇，◇◇◇円 ◇◇，◇◇◇円 ◇◇，◇◇◇円 ◇◇，◇◇◇円 ◇◇，◇◇◇円
△件 △件 △件 △件 △件
△△△，△△△円 △△△，△△△円 △△△，△△△円 △△△，△△△円 △△△，△△△円
□件 □件 □件 □件 □件
□□，□□□円 □□，□□□円 □□，□□□円 □□，□□□円 □□，□□□円

件 件 件 件 件
円 円 円 円 円

区分

（例）バーベキュー場
利用料

個人 大人
○円

小人
◇円

合計

大人

小人

（例）食事代
△円程度

□円～□円

-
2
1 
-



様式第1号の3

配置
人数

（人）

給与
形態

基本給
積算単価
（円）

年間
労働日数
（日）

１日の所定
労働時間
（時間）

（記入例）

○○長 *** * 月額 *** * *
役付手当
月額　　***円

主任 *** * 月額 *** * *
技能手当
月額　　***円

スタッフＡ *** * 月額 *** * *

スタッフＢ *** * 月額 *** * *

パート *** * 日額 *** * *

アルバイト *** * 時給 *** * *

合計 ***

給与積算内訳書（○○年度）

【注意事項】
・　業務内容に応じて、適宜修正して使用すること。
・　積算した合計金額は、収支計画書（様式第1号の2の2）の記入金額と整合させること。
・　事業計画書の職員配置計画との整合性について、確認すること。
・　職員数が多い場合には、おおまかな職種ごとの平均単価による記載も可とする。
・　別様式による提出も可とするが、時間単価が確認（又は計算）できる様式とすること。

職種 備考
職種別
積算額
（円）

内訳

最低賃金の対象となる諸手当がある場合は備考欄に記載のこと
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様式第1号の4

（単位：円）

業務名 業務内容 委託を行う理由
委託に係る予算額

（概算）
委託先選定方法とその考え方

（記入例）

エレベーター設備保守点検 エレベーターの保守点検 専門的な知識を要する業務のため ***
確実な履行が必要とされる業務であることか
ら、契約実績のある取引企業を選定する。

警備委託 施設の警備 専門的な知識を要する業務のため ***
コストを抑えるため、見積合わせ等により、
価格が低い者を選定する。

消防設備保守点検 消防設備の法定点検業務
免許及び専門的な知識を要する業
務のため

***
地元貢献の観点から、施設所在市町村の業者
から選定する。

合計 ***

委託予定業務一覧表

【注意事項】
消費税及び特別地方消費税込みの額を記載すること。

-
23

-
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障害者雇用状況報告書（公共職業安定所長への提出義務がない事業主用） 

 

○○年６月１日現在 

１
□
事 

業 

主 

住所  

名称  

代表者名  

事業の種類  

２
□
雇 

用 

の 

状 

況 

(1) 除外率 ％ 

(2) 常用雇用労働者の数 

 ア 常用雇用労働者の数（短時間労働者を除く） 人 

イ 短時間労働者の数 人 

ウ 常用雇用労働者の数 人 

エ 除外率相当数 人 

オ 法定雇用障害者の算定の基礎となる労働者の数 人 

(3) 常用雇用身体障害者、知的障害者及び精神障害者の数 

 カ 重度身体障害者の数（短時間労働者を除く） 人 

キ 重度身体障害者以外の身体障害者の数（短時間労働者を除く） 人 

ク 重度身体障害者である短時間労働者の数 人 

ケ 重度身体障害者以外の身体障害者である短時間労働者の数 人 

コ 身体障害者の数 人 

サ 重度知的障害者の数（短時間労働者を除く） 人 

シ 重度知的障害者以外の知的障害者の数（短時間労働者を除く） 人 

ス 重度知的障害者である短時間労働者の数 人 

セ 重度知的障害者以外の知的障害者である短時間労働者の数 人 

ソ 知的障害者の数 人 

タ 精神障害者の数（短時間労働者を除く） 人 

チ 精神障害者である短時間労働者の数 人 

 ツ 上記チのうち、一定の要件を満たす者の数  人 

テ 精神障害者の数 人 

(4) 計 人 

(5) 実雇用率 ％ 

障害者の雇用の促進等に関する法律の規定に基づく計算によること。 

記入方法と用語の定義については、公共職業安定所長に提出する報告に準じる 

様式第２号 

２(2)オ の人数が 

45.5人未満であることを 

確認すること 
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様式第３号                                                               
グループ（共同体）応募届 

 

施設名  

 

上記施設の運営のため、募集要項に基づきグループを結成し、千葉県との間に 

おける下記委任事項に関する権限を代表団体に委任します。 

グループの名称  

グループの代表団体（受任者）  

グループの構成団体（委任者） 

 

グループの成立時期及び委任期間 

 

グループの成立経緯 

※ グループの設立経緯を記載してください。過去にグル
ープによる事業実績があれば、その点も記載してくださ
い。 
 また、グループ構成者それぞれについての組織として
の方針決定の状況(「何年何月の総会で決定した」など)
も記載してください。 

グループ応募の理由・必要性等 

※ グループを組む理由（必要性・有効性）について記載
してください。例えば、グループ構成者が互いに有しな
いノウハウの補完の観点、経営上のリスク回避の観点な
ど。 
 

委任事項 

 

その他 
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様式第４号 

グループ（共同体）構成団体業務分担表 

  【代表団体】      

 団体の名称  

 代表者の氏名  

 連絡先  

 役割及び責任分担 
※ 役割分担及び責任分担に関し、グループ構成者それぞれの規模、能力
から見た妥当性についても記載してください。 

 人 員 
※ 人員配置について、グループ構成者それぞれの役割、規模、能力から
見た妥当性についても記載してください。 

           名 

※詳細（配置場所、役職、有資格者等）は別途添付 

上記業務に係る指定管

理料配分額(又は配分率) 
※ 指定管理料の配分について、グループ構成者それぞれの役割、規模、
能力から見た妥当性についても記載してください。 

 

※算出に係る資料は別途添付 

 

【構成団体】 

 団体の名称  

 代表者の氏名  

 連絡先  

 役割及び責任分担 
※ 役割分担及び責任分担に関し、グループ構成者それぞれの規模、能力

から見た妥当性についても記載してください。 

 人 員 
※ 人員配置について、グループ構成者それぞれの役割、規模、能力から
見た妥当性についても記載してください。 

        名 

※詳細（配置場所、役職、有資格者等）は別途添付 

上記業務に係る指定管

理料配分額(又は配分率) 
※ 指定管理料の配分について、グループ構成者それぞれの役割、規模、
能力から見た妥当性についても記載してください。 

 

※算出に係る資料は別途添付 
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様式第５号                                   

グループ（共同体）協定書 

 ○○○○○○○○（以下「甲」という。）と○○○○○○○○（以下「乙」という。）とは、○○○○○
の指定管理者として応募するにあたり、当施設の管理運営に関する業務について、次のとおり「○○○○
グループ（共同体）協定書」（以下「協定書」という。）を締結する。 
 

（目的） 
第１条 本協定書は、○○○○○の指定管理者として応募する甲、乙が行う当該施設の管理運営業務に関

し、必要な事項を定めるものとする。 
（名称） 

第２条 当共同体は、○○○○・○○○○共同体（以下「共同体」という。）と称する。 
（構成員の住所及び名称） 

第３条 当共同体の構成員は次のとおりとする。 
      甲 住所 ○○○○○○○ ○丁目○番○号 
        名称 ○○○○ 
      乙 住所 ○○○○○○○ ○丁目○番○号 
        名称 ○○○○ 

（代表団体） 
第４条 当共同体の代表団体は○○○○とし、当該指定管理者業務運営上の最終責任を負う。 

（事務所の所在地） 
第５条 当共同体の事務所は、○○市○町○丁目○番○号に置く。 

（業務分担） 
第６条 甲及び乙は、指定管理者の業務について、下記の業務分担により責任をもって業務を遂行すると 

ともに、相互に支援・協力を行うものとする。 
２ 甲の担当業務 
３ 乙の担当業務 

（指定管理料） 
第７条 甲は、指定管理者の代表として、千葉県から指定管理料を受けるものとし、受領後、乙へ本協定 

書第８条で定める割合に見合う額を支払うものとする。 
（指定管理料の受領割合等） 

第８条 甲及び乙が受領する指定管理料の受領割合は次のとおりとする。 
      甲 ○○○○  ○○％ 
      乙 ○○○○  ○○％ 

（事業年度及び決算） 
第９条 当共同体の事業年度は、毎年 4 月 1 日に始まり翌年３月３１日までとし、事業年度末に決算を  
行い決算書を作成する。 
（欠損金の負担の割合） 

第１０条  前条の規定による決算の結果、欠損が生じた場合、甲及び乙は本協定書８条の割合によって、 
欠損を負担する。 
（協定書に定めのない事項） 

第１１条 本協定書に定めない事項については、甲、乙協議の上、定めるものとする。 
  

上記のとおり○○○○・○○○○共同体協定書を締結したことの証拠として、この協定書正本２通及び
副本１通を作成し、各甲及び乙が記名押印の上、正本については甲及び乙各自が所持し、副本については
千葉県に提出する。 
 

    年  月  日 
             ○○○○・○○○○共同体 
              甲 代表者 ○○○○○○○○○ ○丁目○番○号 
                     ○○○○○○○○○○ 
                     代表者 ○○○ ○○○ 
               

乙 構成者 ○○○○○○○○○ ○丁目○番○号 
                     ○○○○○○○○○○ 
                     代表者 ○○○ ○○○ 
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様式第６号 

 

○○センター指定管理者応募に係る質問書 

 

 年 月 日 

 

団体名等 

担当者名 

連絡先 電話 

FAX 

電子メール 

質問項目 

 

 

 

 

 

質問内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



参考資料４－１ 
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○年○月○日 

 

千葉県知事 ○ ○ ○ ○ 様 

 

千葉県○○センター指定管理者 

○  ○  ○  ○ 

 

千葉県○○センター 利用料金の設定（変更）について 

 

 このことについて、千葉県○○センター設置管理条例に基づき、下記のとおり利用料金

について設定（変更）いたしますので、承認くださるよう申請いたします。 

記 

１ 利用料金の設定 

  別表のとおり 

 

２ 設定（変更）理由 

 

以上 



参考資料４－２ 
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○年○月○日 

 

千葉県知事 ○ ○ ○ ○ 様 

 

千葉県○○センター指定管理者 

○ ○ ○ ○ 

 

千葉県○○センター 臨時休所日の設定（休所日の変更）について 

 

 このことについて、運営管理上必要であるため、下記のとおり申請いたします。 

記 

１ 変更する日 

  ○年○月○日を休所（開所）とする。 

 

２ 理由 

 

以上 

 



○○課 ○○班担当行き FAX：○○○－○○○－○○○○ 

                Mail：○○＠mz.pref.chiba.lg.jp 
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事故報告書（第１報） 

報告日時：   年 月 日（ ） 

午後○時 

報 告 者 ： 千 葉 県 ○○ セ ン タ ー 

氏名◇◇ ◇◇ 

電話番号：○○○－○○○－○○○○ 

 

１ 件 名： 

２ 発生日時：   年 月 日（ ） 午前・午後   時  分頃 

３ 発生場所： 

４ 当 事 者： 

５ 発 見 者： 

６ 事故の概要： 

 

７ 被害状況： 

 

８ 原 因： 

 

９ 対応状況： 

 

10 そ の 他： 

参考資料４－３ 



指定管理者制度導入施設における料金徴収の事前協議手順（例）
手順 留意事項

募集要項策定時

・利用料金制を導入している場合は、指定管理者に対し設定金額について事業計画書へ記載することを求める。
・申請時点で計画している自主事業についても、もれなく事業計画書に記載するよう求める。
・利用料金の設定や変更を行う場合は、県へ事前に申請するよう、仕様書で求める。
・事業計画書に記載していない事業を指定管理期間中に実施する場合は、事前に県へ協議するよう、仕様書で求める。

申請や協議方法について、事業者の創意工夫を妨げる方法とならないよう留意する。

申請時 ・提出された事業計画書を確認し、申請時点で計画している自主事業を申請者へ確認する。
事業者が計画している自主事業が県の公の施設で行うのにふさわしい内容となってい
るか、確認を行う。

指定時
（協定締結後の初
年度の事業計画
書）

・申請時に提出された事業計画書に基づく内容となっているかを確認する。
・計画書提出時点で計画している自主事業や利用料金の設定金額や運用についてもれなく記載する必要があることを指定
管理者へ教示し、提出された計画書にもれなく記載されているかを指定管理者へ確認する。
・上記の料金徴収について、内容や金額に疑義がないかを確認し、疑義がある場合は指定管理者に詳細を確認し、徴収の
妥当性を判断する。
・事業計画書に記載のない自主事業を行う場合や、指定期間中に利用料金の運用を変更する場合は事前に県へ協議を行う
よう、指定管理者へ指示をする。
・新型コロナウイルス感染症の影響や天候の不順等により、自主事業の実施直前に計画していた事業内容及び徴収料金に
若干の変更が生じるなど、事前協議が困難である場合には、例月報告で報告するよう指定管理者へ指示をする。（金額に
大幅な変更が生じない場合）

・頻繁に価格の変動や品物の入れ替えのある物品販売については、「１００円～１５
０円」「１０００円程度」「実費相当」のようにおおよその金額を事業計画書に記載
することとして差し支えない。
・参加人数等により実施内容や金額が変更となる自主事業についても、上記のように
金額に幅を持たせる形で事業計画書に記載することとして差し支えない。
・以上の料金徴収については、例月報告で利用者から実際に徴収した料金を報告する
よう、指定管理者へ指示をする。

随時
指定管理者から事業計画書に記載のない自主事業の申出や利用料金の運用変更について協議があった場合、内容や金額を
確認し、県の施設で徴収することが適切な内容・金額であるかを確認する。

協議時点で金額が確定しない自主事業については、初年度の事業計画書同様、おおよ
その金額での事前協議とし、例月報告で実際の金額を報告させる形として差し支えな
い。

例月報告

・例月業務報告書の中に県への協議が行われていない料金徴収がないかを確認し、該当する料金徴収があった場合には指
定管理者に詳細を確認する。
（ただし、事情により事前の県への協議が困難であった自主事業の徴収料金の変更については、例月報告書で報告を求め
ることとし、適切な内容・金額であるかを確認すること。）
・当該料金徴収が指定管理者が徴収すべきでない不適切な料金徴収であった場合、速やかに資産経営課へ情報提供を行
い、対応を検討する。
・確認の結果、不適切な料金徴収には当たらない場合は、料金徴収の事前協議の徹底について再度指定管理者へ指導を行
う。

・例月報告に記載をさせるか、報告に基づくヒアリングの際に前回ヒアリングから今
回のヒアリングまでの期間の全ての料金徴収について聞き取りを行うなどして、施設
での料金徴収の実態把握に努める。
・例月報告に記載をさせる場合は、協議時点で金額が確定していなかった料金徴収
や、事前協議が困難であった料金変更について、実際に利用者から徴収した金額も含
めもれなく報告書に記載されているか、指定管理者へ確認する。

定期的な実地調査

・施設の料金表や各種管理簿・台帳等の確認や従業員等への聞き取りなどにより、県へ事前に協議がされていない料金徴
収がないかを確認する。
・事前協議が行われていない料金徴収があった場合は、例月報告の場合と同様の対応をとる。
・事前協議が行われていない料金徴収がなかった場合も、料金徴収には事前協議が必要である旨を改めて指定管理者へ周
知する。

実地調査のほか、施設のホームページやパンフレット等の料金表にも県へ事前に協議
がされていない料金徴収の記載がないかを確認する。

翌年度の事業計画
書提出時

・計画書提出時点で計画している自主事業や利用料金の設定金額や運用についてもれなく記載する必要があることを指定
管理者へ教示し、提出された計画書にもれなく記載されているかを指定管理者へ確認する。
・上記の料金徴収について、内容や金額に疑義がないかを確認し、疑義がある場合は指定管理者に詳細を確認し、徴収の
妥当性を判断する。

年度途中で事業計画書に記載していない自主事業や利用料金の運用変更を行う場合
は、事前に県への協議が必要である旨を再度指定管理者へ周知する。

実地確認時
・年次業務報告書の中に事業計画書への記載など県への協議が行われていない料金徴収がないかを確認し、該当する料金
徴収があった場合には指定管理者に詳細を確認する。

事前協議が行われていない料金徴収があった場合は、例月報告の場合と同様の対応を
とる。

-
3
2 
-

参
考
資
料
５
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○○部指定管理者（候補者）選定委員会設置要綱 

 

（目的） 

第１条 ○○部が所管する公の施設に係る指定管理者(候補者)の選定を公平かつ適正に実施 

するため、○○部指定管理者(候補者)選定委員会（以下「選定委員会」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 選定委員会は、千葉県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成

十六年千葉県条例第二号）第３条の規定により最も適当な指定管理者の候補者を選定するた

め、次の各号に掲げる事務を行う。 

（１）審査基準（審査項目、審査内容及び配点）の策定 

（２）指定申請の内容に係る審査及び評価 

２ 前項各号の事務を行うに当たっては、原則として外部の有識者等に意見を求めるものとす

る。 

（組織） 

第３条 選定委員会は、委員長及び委員をもって組織する。 

 （委員長） 

第４条 委員長は○○部長の職にある者をもって充てる。 

２ 委員長は、選定委員会を代表し、会務を総理する。 

３ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が委員のうち  

から指名した者がその職務を代理する。 

（委員） 

第５条 委員は、○○部の次長、○○監及び部内各課長の職にある者をもって充てる。 

２ 委員に事故あるときは、当該委員の指名した者が、その職務を代理することができる。 

（会議） 

第６条 会議は、必要に応じて委員長が招集する。 

２ 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。 

３ 会議の議長は、委員長をもって充てる。 

４ 委員長及び委員は、自らが選定委員会の審査を受ける団体の役員であるときは、当該審査

に関する議事に参与することができない。 

５ 選定委員会は、必要があると認められるときは、関係者に説明を求めることができる。 

（事務局） 

第７条 選定委員会の事務局は、○○課（各部主管課）が行う。 

（雑則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が選定

委員会に諮って定める。 

   附 則 

 この要綱は、○○年○月○日から施行する。 

 

参考資料６ 

状況に応じて、次長等としても

差し支えない。 
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外部有識者等からの意見聴取に係る留意事項 
 
 ○○○○部指定管理者選定委員会設置要綱第２条第２項の規定に基づき、外部有識者等

に意見を求める際には、下記の事項に留意すること。 
 

１ 外部有識者等の選任について 

（１）選任基準等 

ア 施設の性質等に応じ、適切な専門分野の有識者等（千葉県職員及び千葉県議会議

員を除く。以下「外部有識者等」という。）複数名を分野ごとに選任すること。 

 （例）当該分野の学識経験者、財務会計・労務管理の専門家、関係団体、施設利用

者の代表等が考えられるが、公平・公正な意見を聴取できる者を選任するよ

う配意すること。 

イ 外部有識者等には、申請団体等による管理運営の安定性を審査する観点から、公

認会計士、税理士又は中小企業診断士等の財務会計の専門家も選任すること。 

ウ 外部有識者等には、指定申請することが見込まれる団体の代表者や業務執行権限

のある役員等（常勤、非常勤）を選任しないこと。（この役員等には、団体の意思決

定に参画する理事・評議員や重要な経営方針等について知り得る立場にある監事、

株式会社の場合は取締役及び監査役が該当する。） 

また、指定申請することが見込まれる団体と取引関係がある者など、公平性の確

保に疑問が生じ得る者も選任しないこと。 

  エ 選任後においてウに該当することとなった外部有識者等からは、意見を聴取しな

いこと。既に意見を聴取している場合には、選定委員会における選定審査に際し当

該意見を参考としないこと。 

  オ 申請書提出期限後、速やかに申請者との関係において、外部有識者等が公平性の

確保に疑問が生じ得る者に該当しないか、別添のチェックリストにより確認するこ

と。 

チェックリストの質問項目№１～№４に該当する場合は、公平性の確保に疑問が

生じ得る者として解任すること。チェックリストの質問項目№５に該当する場合は、

個別の事例ごとに公平性の確保に疑問が生じ得る者か施設所管課が判断すること。 

なお、外部有識者等が市町村職員の場合で、確認した結果、公平性の確保に疑問

が生じ得るとして外部有識者等を解任したところ、必要な専門分野において他に適

切な外部有識者等がおらず、解任した者の視点が選定において必要である場合には、

参考として当該者から選定に関する意見（必要となる視点等）を聴取した上で、選

定に係るプレゼンテーションの際に他の外部有識者等に対し当該意見を伝えるこ

とができる。 
（２）選任方法 

ア 原則として「県において指定管理者の候補者を選定するに当たって専門的知見に

基づく意見をいただきたい」旨の依頼を文書により行う等の方法によること。 

※外部有識者等を構成員とする合議体を設けるものではないので、○○審査会委

員への就任依頼のような形式は適当でない。 

※地方自治法に基づく附属機関の委員又は専門委員にあたらないため、知事名の

委嘱状を交付することは適当でない。 

参考資料７ 
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イ 依頼に際し、○○○○部指定管理者選定委員会設置要綱第６条第５項の規定によ

り、選定委員会において説明を求める場合がある旨を明示すること。 

ウ 上記イに併せ、外部有識者等は審査の過程において知り得た秘密を漏らしてはな

らず、また、その職を退いた後も同様である旨を明示すること。 

 

（３）謝礼 

外部有識者等の識見等に照らし謝礼金を支払うことが必要な場合、支出科目は報

償費とし、附属機関の委員の日額報酬や社会的な相当性等を勘案し、適当と認めら

れる金額を所属長決裁により決定すること。 

※支出科目を報酬として支出することは適当でない。 

 

２ 意見聴取の実施について 

（１）審査基準の策定に係る意見聴取 

ア 審査基準（審査項目、審査内容及び配点）は、県で作成した案を各外部有識者等

に提示し、それぞれの意見を聴取し、それを踏まえ県の選定委員会において決定す

るものであること。 

イ 外部有識者等からの意見聴取は、個別に聴取する方法と、会議形式で聴取する方

法のいずれでも差し支えないが、会議形式で行う場合であっても、外部有識者等の

合議（採決等）により意見の取りまとめや決定をするものではないこと。 

ウ 外部有識者等の意見を踏まえ県の選定委員会において審査基準を決定したとき

は、当該基準を各外部有識者等に通知すること。 

（２）指定管理者（候補者）の選定に係る意見聴取 

ア 外部有識者等に各申請団体の申請内容について審査基準に基づく採点を依頼し、

指定申請書類及びプレゼンテーション等を踏まえて採点した結果（評点）を県に提

出してもらう方法によること。 

イ 申請団体によるプレゼンテーションは、事務効率、申請団体の負担及び公平性等

を勘案し、原則として外部有識者等に参集を依頼し一堂に会して行うこと（必要に

応じ、外部有識者等に報償費、旅費を支出）。 

  なお、外部有識者等による採点や評価に支障がない範囲で、オンライン等による

参集としても差し支えない。 

ウ 外部有識者等が参集したプレゼンテーションの場においては、申請団体に対する

質疑応答が行われ、各外部有識者等の評価がこれに影響を受けること（例えば、財

務会計の専門家の意見を他の外部有識者等が参考とすること等）は当然であり、ま

た、質疑応答後に外部有識者等に各専門分野について意見を述べてもらい、他の外

部有識者等が当該意見を参考に評価を行うことは可能である。 

なお、採点は各外部有識者等がそれぞれの識見に基づき行うものであり、それぞ

れの意見を集約して合議体としての意見とするような運営はしないこと。 

  エ 各外部有識者等の評点は、県において取りまとめ、県の選定委員会においてその

集計結果を踏まえて選定審査を実施すること。 

なお、評点の集計にあたっては、項目ごとの外部有識者等の平均点を合算して 

合計点を算出すること。 

 



- 36 - 

指定管理者申請団体との関係性に関するチェックリスト 

 

１ （施設名）指定管理者申請団体（グループ応募の場合は構成団体ごとに記載） 

№ 申請団体名 主な事業所の所在地 
申請団体の事業内容

（主なもの） 

    

    

    

 

２ 質問項目 

№ 質問内容 回答 

１ ○○年４月以降、あなたは申請団体との間で、取引関係などにより、

金銭のやりとりはありましたか。また、今後その予定はありますか。 
（例）・申請団体と顧問契約や業務委託契約、製造委託、工事委託等、金銭が支払われる何らかの契約

を結んでいる。 

   ・申請団体（現指定管理者の場合は、指定管理者が主催するものを含む）が主催するイベント・
講演会等に出席し、謝礼金等（交通費実費相当分を含む）を受け取る。 

・申請団体に、イベント・講演会等への職員の出席を依頼し、謝礼金等を支払う。 

   ・申請団体から寄付を受けている。申請団体へ寄付をしている。 

はい／いいえ 

□ ／ □ 

２ ○○年４月以降、あなたは通常の取引価格よりも低い対価によって

サービスの提供を受ける等、申請団体から経済上の利益の供与を受

けていましたか。また、今後その予定はありますか。 
 （例）・通常享受できないような割引（広く一般に流通している割引券等を当該申請団体以外の者から

入手し、使用する場合は除く）、サービスや物品の提供等（建物の無料貸与を含む）を受ける。 
   ・通常享受できるようなサービスや物品の提供等ではあるが、他に優先してその提供を受ける。 
   ・申請団体から従業員等、人員の派遣を無償で受けている。 

   ・申請団体が外部有識者に対して持つ売掛債権を放棄した。 

はい／いいえ 

□ ／ □ 

３ ・現在、あなた又はあなたの所属する団体（※）が、申請団体の株

主・出資者・債権者・債務者に該当しますか。なお、あなたの所

属する団体に係ることについては、あなたが分かる範囲で回答し

て下さい。 

・現在、申請団体があなたの所属する団体（※）の株主・出資者・

債権者・債務者に該当しますか。なお、あなたの所属する団体に

係ることについては、あなたが分かる範囲で回答して下さい。 

・今後、これらに該当する予定がありますか。 

はい／いいえ 

□ ／ □ 

４ 現在、あなたは申請団体の代表者や役員等(この役員等には、団体

の意思決定に参画する理事・評議員や重要な経営方針等について知

り得る立場にある監事、株式会社の場合は取締役及び監査役が該当

する。以下同じ。)ですか。また、今後その予定はありますか。 

はい／いいえ 

□ ／ □ 

５ 上記１～４以外に、あなたと申請団体との間で業務上の関わりなど

ありますか。 
はい／いいえ 

□ ／ □ 

どのような関わりか、可能な

限り全て記載してください。 
 

 ※「所属する団体」とは、外部有識者等が代表や役員等を務める団体や外部有識者等が雇用されている 
団体のことを指します。 

指定管理者申請団体との関係性については上記回答のとおりで相違ありません。 

○○年○月○日 

○○施設外部有識者 

氏 名           

役職名           

 

別添 

外部有識者等の 

自署によること 

選定年度

を記載す

ること 
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                                 参考資料８ 

○○センター指定管理者審査基準（例） 

 

【必須項目の審査】 

 ・「１点」を標準とし、優れたものについては特に加点。各項目とも３点満点。 
 ・標準に満たない場合は０点。意見聴取した外部有識者等の過半数が０点を付けた審査内

容があり、選定委員会がこれを適切な評価と認めた場合は失格。 

選定基準 審査項目 審査内容 配点 
確認事項 

（参考） 
事業計画書の内容が

県民の平等な利用を

確保することができ

るものであるか 

（指定手続条例第３

条第１号） 

施設の設置目的及

び県が示した管理

の方針 

施設の設置目的を理解しているか ３ 管理運営基本方針 

収支計画 

 
県が示した管理の方針と事業者が

提案した運営方針が合致するか 

３ 

経営理念やコンプライアンスの取

組等、団体の経営モラルは適切か 

３ 

平等な利用を図る

ための具体的な手

法及び期待される

効果 

事業内容等が一部の県民、団体に

対して不当に利用を制限又は優遇

するものではないか 

 

３ 

要配慮者への対応は適切か ３ 

個人情報の取扱は適

正か 
個人情報保護の取

組 
個人情報保護のための適切な措置

がとられているか 

３ 

 ※必須項目は原則として、審査基準（例）に示した審査項目、審査内容及び配点によることとする。 

 

【一般項目の審査】 
・外部有識者等の評点を集計した結果、合計点が６０点を下回り、選定委員会がこれを適切
な評価と認めた場合は失格。 

選定基準 審査項目 審査内容 配点 
確認事項 
（参考） 

事業計画書の内容が

、当該公の施設の効

用を最大限に効果的

に効率的に発揮させ

るものであるか。 

（指定手続条例第３

条第２号） 

利用者の増加を図

るための具体的手

法及び期待される

効果 

年間の広報計画の内容は適切か 

 
 管理運営実施計画

サービスの向上 
コスト縮減の取組 利用者増加への取組内容は適切

か 

 

地域、関係機関、ボランティア

等との連携が図れているか 
 

サービスの向上を

図るための具体的

手法及び期待され

る効果 

サービスの向上のための取組内

容は適切か 
 

募集要項に示した内容への提案

は適切か 
 

自主事業の提案は、公の施設の

サービス向上に資するものとな

っているか。また、指定管理業

務を妨げない範囲となっている

か 

 

全体的に施設の設備・機能を活

用した内容となっているか 
 

施設の維持管理の

内容、適格性及び

実現の可能性 

求めている内容が事業計画書で

提案されているか 
 

施設管理、安全管理は適切か 

 
 

維持管理は効率的に計画されて

いるか 
 

計  
４０  

サ
□
ビ
ス
面 

関係法令等と整合性が
とれているか確認する
こと。特に給与の積算単
価が最低賃金を下回っ
ていないか確認するこ
ととし、最低賃金を下回
っていた場合は、最低賃
金の対象となる職務手
当等についても確認を
行うこと。また、障害者
の法定雇用率を満たし
ているかについても確
認すること。  
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管理に係る経費の

縮減効果（又は収

益性の確保） 

 

経費の縮減等は見込まれるか 

 

事業計画書に沿った

管理を安定して行う

ために必要な能力（

人員、財政的基盤等

）を有しているか。 

（指定手続条例第３

条第３号） 

収支計画の内容、

適格性及び実現の

可能性 

収入、支出の積算と事業計画の

整合性は図れているか 
 管理運営実施計画

収支計画 

職員配置計画 

従業員雇用計画 
会社概要 

会社定款 

法人の登記事項証

明書 

財務諸表 

登録証明書等 

経営実績 

収支計画の実現可能性はあるか 

 
 

販売費及び一般管理費の額は適

正か 

 

安定的な運営が可

能となる人的能力 
人員配置等管理運営体制は適切

か 
 

職員採用、確保の方策は適切か  

職員の指導育成、研修体制は十

分か 
 

安定的な運営が可

能となる財政的基

盤 

団体の財務状況は健全か  

金融機関、出資者等の支援体制

は十分か 
 

類似施設の運営実

績 
実績からして、本件施設を良好

に管理運営できる可能性はどう

か 

 

その他 ○○○○ ・・・・・    

・・・・・  

※1 一般項目の審査項目、審査内容及び配点は、原則として審査基準（例）によることとするが、施設の設置目的

や事業内容等に応じて必要な修正を行う。 

※2 配点に当たっては、類似施設との整合性等にも十分配慮すること。配点は、上記の配点割合を基準とし、合計

点は 100 点とする。なお、全体の１割以内を他の項目に加点･減点する（合計点 100 点のうち 10 点以内を、例

えば「経費面」から「サービス面」に振替える等)ことも可能とする。 

※3 各申請者の経費の見積額の採点方法の例  
・「最低提案額を満点 (20 点 )とし、最低提案額から参考金額の１（～３）％相当分額が上がるごとに

１点ずつ減点し最低点数は 1 点とします。」  
・参考金額を 1 点とし、参考金額から一定の金額が下がるごとに加点し、満点は 20 点とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「地域への貢献」の評価  
公の施設は、周辺地域の活性化や地域振興などに少なからず影響を与えるため、施設の設置目的や事業内容

等に応じて、地域への貢献をその他の審査項目として設定するか、又は審査内容の一つの視点として評価する

ことが適当である。  
また、地域への貢献を積極的に評価することにより、地元中小企業者や NPO 等も参入しやすくなるという

効果も期待される。  
 
「地域への貢献」の例  
・物品・役務の調達における地元（県内）事業者への発注、県産品の購入・使用  
・地域の美化活動  
・防犯・防災活動、災害復旧活動  
・地域における雇用機会の創出（特筆すべきもの）  
・近隣の他施設（市町村立や民間施設）、学校、地元商店街等との連携による  
 サービス向上や地域の活性化  
・その他歴史・文化・観光等の地域資源の活用や、高齢者に優しいまちづくり等、  
 地域での取組への積極的参加・協力  
 
「職員の労働環境」の評価  
 労働関係法令の遵守については必須項目で審査を行うが、職員の適切な労働環境の確保は施設の適切な管理

に資するため、職員の労働環境向上に資する取組をその他の審査項目として設定するか、又は審査内容の一つ

の視点として評価することが適当である。  
 
「職員の労働環境」の例  
・社労士診断認証制度による認証の取得  
・労働環境を整備・改善するための国の支援制度や助成金の活用  
 

計  
１０  

そ
の
他 

団
体
の
安
定
性 

応 募 者 の 財 務 諸

表 に お け る 売 上

高 販 管 費 比 率 を

基 に 算 出 す る な

ど、合理的に算出

されているか。  

計  
２０  

経
費
面 

計  
３０  
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【一般項目審査にあたっての目安】 
配点に占める点数の

割合  評価の考え方 

10 割 仕様書で求める水準を大幅に超える水準の提案がなされており、

その内容についての疑義もない。 
8 割  ・仕様書で求める水準をやや上回る水準の提案がなされており、

その内容についての疑義もない。 
・仕様書で求める水準を大幅に超える水準の提案がなされてい

る。書類上の内容に疑義はあるが、プレゼンテーションにおいて

その疑義が解消されている。  
6 割（適格ライン） 仕様書で求める最低限の水準を満たしている。  
4 割  仕様書で求める水準をやや下回っており、当該項目については求

める水準を満たしていない。  
2 割  仕様書で求める水準を大幅に下回っており、指定管理者としての

適格性に相当程度疑義がある。 
 
 
 
 
 

「外部有識者採点シート（例）」を庁内向け所属ページ（資産経営課）に掲載しております。 
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指定管理者からの暴力団排除に関する連絡体制に係る事務処理要領 

 

１ 目的 

この要領は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項の規定による指定管理者

からの暴力団排除を徹底するため、千葉県警察本部（以下「県警」という。）との連絡体制を確立す

るにあたっての庁内の事務処理を定めることを目的とする。 

 

２ 適用範囲 

この要領は、県の公の施設を管理する知事部局、教育委員会及び各公営企業の主務課（以下「主

務課」という。）に適用する。 

 

３ 指定管理者募集要項への暴力団排除措置事由の明記 

主務課は、指定管理者を募集する際は、応募資格要件として、次に掲げる事由（以下「暴力団排

除措置事由」という。）に該当しないことを募集要項に明記するものとする。 

① 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号。以下「暴力

団対策法」という。）第２条第２号に規定するものをいう。以下同じ。）又はそれらの利益となる

活動を行う団体であるとき 

② 役員等が暴力団員（暴力団対策法第２条第６号に規定するものをいう。）若しくはこれに準ず

る者（以下「暴力団関係者」という。）であるとき又は暴力団関係者が経営に実質的に関与してい

るとき 

③ 役員等が、自社、自己もしくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を与える目的を

もって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしているとき 

④ 役員等が、暴力団又は暴力団関係者に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的

に暴力団の維持、運営に協力し、もしくは関与しているとき 

⑤ 役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有しているとき 

⑥ 役員等が、暴力団関係者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているとき 

 

４ 県警への照会 

（１）主務課は、指定管理者候補者の選定に際して、指定管理者に応募した法人及びその他の団体並

びにそれらの役員等（法人にあっては、非常勤を含む役員及び経営に事実上参加している者。任

意の団体にあっては、その代表者及び経営に事実上参加している者をいう。）が、暴力団排除措置

事由に該当するか否かについて、文書（別記様式第１号）により、千葉県総務部（以下「総務部」

という。）を経由して、県警に対し、照会することができるものとする。 

（２）前項の規定は、指定管理者及びその役員等について、暴力団排除措置事由に該当するか否か確

認の必要が生じた場合にこれを準用する。 

 

５ 県警への指定管理者情報の通知 

主務課は、指定管理者を指定したときは、総務部を経由して、県警に対し、指定管理者及びその

役員等に係る情報を文書（別記様式第２号）により通知するものとする。 

 

６ 総務部から主務課への連絡 

総務部は、県警から、前項４の照会に対する回答並びに指定管理者及びその役員等が暴力団排除

措置事由に該当する旨の通知があった場合は、主務課に対して速やかに連絡するものとする。 

 

７ 総務部担当部署 

この要領に定める総務部の事務は、資産経営課において処理する。 

 

８ 施行時期 

この要領は、平成22年４月１日から施行する。 

この要領は、平成23年４月１日から施行する。 

この要領は、平成31年４月１日から施行する。 

この要領は、令和４年４月１日から施行する。 

参考資料９ 
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別記 

様式第１号 

     年  月  日 整理番号  

指定管理者からの暴力団排除に関する照会書 

指定管理

者 

応募法人

等 

又は 

指定管理

者 

照 会 区 分 
１ 指定管理者応募法人等 

２ 指定管理者（指定期間：            ） 

商号又は名称  

所 在 地  

役 員 等 

役 職 

氏 名 生年月日(半角) 性別 

(M・

F) 
漢字 ｶﾅ(半角) 

元号 

MTSH 
年 月 日 

                     

        

        

        

        

管理対象施設名  

照会事項 

上記法人等及びその役員等は、次の暴力団排除措置事由のいずれかに該当

するか、否か 

 

【指定管理者に係る暴力団排除措置事由】 

①暴力団又はそれらの利益となる活動を行う団体であるとき 

②役員等が暴力団関係者であるとき又は暴力団関係者が経営に実質的に 

関与しているとき 

③役員等が、自社、自己もしくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損

害を与える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用する 

などしているとき 

④役員等が、暴力団又は暴力団関係者に対して資金等を供給し、又は便宜を

供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、もしくは関与して 

いるとき 

⑤役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を 

有しているとき 

⑥役員等が、暴力団関係者であることを知りながら、これを不当に利用する

などしているとき 

備   

考 

 

 

 

主務課担当者 

所  属  

職・氏名  

電話番号  
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様式第２号 

     年  月  日 整理番号  

指定管理者からの暴力団排除措置に関する指定管理者指定情報通知書 

指定管理者 

商号又は名称  

所 在 地  

役 員 等 

役 職 

氏 名 生年月日(半角) 性別 

(M・

F) 
漢字 ｶﾅ(半角) 

元号 

MTSH 
年 月 日 

                   

        

        

        

        

        

        

        

        

管理対象施設名  

指 定 日  

指 定 期 間  

申 請 区 分 

１ 単独申請 

２ グループ申請（ ａ 代表団体・ ｂ 構成団体） 

（グループの名称：               ） 

備  考 
 

 

 

 

 

主務課担当者 

所  属  

職・氏名  

電話番号  
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                                                           参考資料 10 

 

           グループ応募に係る団体審査基準 

 

選定基準 審査項目 審査内容 配点 確認事項 

（参考） 
事業計画書に沿った

管理を安定して行う 

ために必要な能力（

人員、財政的基盤 

等）を有しているか

。（指定手続条例第

３ 

条第３号） 

グループで応募す

る団体に係る確認 

事項 

グループの設立の経緯は明らかに

なっているか 
10 グループ（共同体

）応募届 

グループ（共同体

）構成団体業務分

担表 

グループ（共同体

）協定書 

 

グループ応募する必要性・理由は

妥当なものか 
10 

構成団体の役割分担及び責任分担

は明らかになっているか 
10 

構成団体の人員配置は妥当である

か 
10 

各団体の経費配分は妥当であるか 10 

※各項目の必要点数は５点以上とし、かつ、合計の点数が３５点以上で適格とする。 

 

 
 

〔基本的な考え方〕 

 ○応募者間競争ではなく、グループ応募の適格性の判断（＝絶対評価） 

 ○適格ラインは 7 点（総合３５点以上：審査内容５項目） 

  ７点を基点に、以下の考え方で加減を行う。 

 
適格性 

評価の考え方 
説明理由 疑 義 

１０点 十分ある なし 

適格性を判断する着眼点（「グループ（共同体）応募届」、

「グループ（共同体）構成団体業務分担表」の記載上の

留意事項（※印））全てに関し、十分な理由が説明されて

おり、かつ適格性に疑義が認められる事項が何らない。 

７点 ある なし 

適格性を判断する着眼点全てについてではないものの、

概ね適格性を説明できる理由があり、かつ適格性に疑義

が認められる事項が何らない。 

５点 ある 
あり 

是正余地あり 

適格性を判断する着眼点全てについてではないものの、

概ね適格性を説明できる理由がある。疑義はあるが軽微

であり、選定審査におけるプレゼンテーションまでに是

正が可能と思慮されるもの。（是正に応じない場合は選定

審査での減点対象） 

例）協定書の役割分担＝業務量割合と申請書の人員配置

割合の若干の不整合 

０点 なし 
あり 

是正余地なし 

適格性を説明できる理由がなく、是正不可能と思慮され

る疑義があるもの。 

例）グループ応募に至る双方の合意プロセスがはっきり

せず、組織の総意として双方に指定管理者を誠実に努め

る意思が確認できないもの 

  ※審査を行う５項目はいずれも必要な視点であり、１項目でも５点未満があれば欠格。 

  ※審査を行う５項目のうち、例えば１項目で５点があっても、他項目における高得点で 

   フォローでき、総合的に適格理由が確保できれば可 ⇒ 総合３５点以上 

【団体審査にあたっての目安】  
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○○センターの指定管理者候補者（○～○年度）の募集について 

 

選定委員会での選定結果について 

・○○株式会社が候補者となりました。 

・選定結果の詳細については、○○年○月○旬頃に千葉県ホームページに掲載

します。 

・指定管理者は○○年１２月議会の議決を経て決定され、各応募者には、結果

の通知をします。 

 

１．対象施設 

２．指定管理者の業務の範囲 ・・・ 

 

 

 

 

参考資料 11 

選定団体公表（例） 

※ 選定委員会での選定審査後、各課作成の 

募集ページに追加する。 

  選定結果（詳細）の公表の際、削除する。 
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○○○指定管理者（候補者）の選定結果について 
 
 
１ 選定結果 

概要 

指定管理者 

候 補 者 

千葉県成田市○○１－２－３  
（株）甲山サービスグループ  

予定指定期間 ○○年４月１日～○○年３月３１日（○年間）  

提案の概要 

・  
・  
・  
・  
・  

選定理由 

・  
・  
・  
・  
・  

応募者数 ○団体  
 

２ 評価点数 

（１）必須項目の審査 

審 査 内 容 配点 

(株) 
甲山サービス 

グループ 
選定 

団体Ａ 団体Ｂ 団体Ｃ 

施設の設置目的を理解している
か 

 
    

県が示した管理の方針と事業者
が提案した運営方針が合致する
か 

 
    

団体の経営モラルは適切か      

事業内容等が一部の県民、団体
に対して不当に利用を制限又は
優遇するものではないか 

 
    

要配慮者への対応は適切か      

個人情報保護のための適切な措
置がとられているか  

 
    

必須項目小計      
※「１点」を標準とし、優れたものについては特に加点。各項目とも３点満点。 

標準に満たない場合は０点。意見聴取した外部有識者等の過半数が０点を付けた審査内
容があり、選定委員会がこれを適切な評価と認めた場合は失格。  

 

 
 
 

参考資料 12 
選定結果公表（例）  

非公募の場合は、選定理由と併せて非公募理由を

明記する。  

施設名を記載  

非公募の場合は「申請者数」  

※ ホームページで公表する際は、見出し１の直下に、ページ

内の見出し２へのページ内リンクを設定する。  
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（２）一般項目の審査 
     

審 査 内 容 配点 

(株) 
甲山サービス 

グループ 
選定 

団体Ａ 団体Ｂ 団体Ｃ 

年間の広報計画の内容は適切か      

利用者増加への取組内容は適切
か 

 
    

地域、関係機関、ボランティア
等との連携が図れているか 

 
    

サービスの向上のための取組内
容は適切か 

 
    

募集要項に示した内容への提案
は適切か 

 
    

自主事業の提案は、公の施設の
設置目的の達成に資するものと
なっているか。また、指定管理
業務を妨げない範囲となってい
るか 

 

    

全体的に施設の設備・機能を活
用した内容となっているか 

 
    

求めている内容が事業計画書で
提案されているか 

 
    

施設管理、安全管理は適切か      

維持管理は効率的に計画されて
いるか 

 
    

県が想定した参考金額をどの程
度下回っているか 

 
    

収入、支出の積算と事業計画の
整合性は図れているか。 

 
    

収支計画の実現可能性はある
か。 

 
    

販売費及び一般管理費の額は適
正か 

 
    

人員配置等管理運営体制は適切
か 

 
    

職員採用、確保の方策は適切か      

職員の指導育成、研修体制は十
分か 

 
    

団体の財務状況は健全か      

金融機関、出資者等の支援体制
は十分か 

 
    

実績からして、本件施設を良好
に管理運営できる可能性はどう
か 

 
    

一般項目小計      

合計（必須項目＋一般項目）      

※意見を聴取した外部有識者等の評点を集計した結果、一般項目の合計点が６０点を下回

り、選定委員会がこれを適切な評価と認めた場合は失格。  
 
 

点数表示は評価点数の平均とし、審査内容ごとに小数第一位までを記載（小数点
第二位を四捨五入）する。  

小計及び合計欄には、審査内容ごとの小数点第一位までの数値の計を記載する。  
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（３）グループ応募に係る団体審査 

審査内容 
配点 

 

（株）甲山
サービス 
グループ 

グループの設立の経緯は明らかになっ
ているか 

10 
 

グループ応募する必要性・理由は妥当
なものか 

10 
 

構成団体の役割分担・責任分担は明ら
かになっているか 

10 
 

構成団体の人員配置は妥当であるか 10 
 

各団体の経費配分は妥当であるか  10 
 

合  計 50 
 

審査結果 ― 適格 

※各項目の必要点数は５点以上とし、かつ、合計の点数が３５点以上で適格とする。  
 
（４）指定管理者選定委員会委員  
区分  氏名  役職  

委員長  甲野 乙男  千葉県○○部長  

委員  丙山 丁子  千葉県○○部次長  

〃  乙藤 甲助  千葉県○○部○○課長  

〃  丙谷 乙彦  千葉県○○部○○課長  

〃  丁山 丙一  千葉県○○部○○課長  

 

（５）選定審査にあたり意見聴取した外部有識者等  
氏名  役職等  

丙川 乙恵  ○○大学○○学部教授  

乙田 丁彦  公認会計士  

甲山 丙次  千葉県○○協会理事  

乙木 丁三  ＮＰＯ法人○○代表  

丁本 甲美  ○○市○○の会代表  
 

３ 審査基準 使用した審査基準を添付  
（グループ応募に係る団体審査基準は

適宜添付）  

選定された指定管理者候補

者がグループの場合のみ記

載し、選定団体以外にグルー

プ応募がある場合には、その

結果も記載する。  

選定審査にあたり意見を聴取した

外部有識者等のみを記載する（審査

基準（案）等への意見聴取をした後、

「公平性の確保に疑問が生じ得る」

として選定審査に当たり意見を聴取

しなかった外部有識者等は記載しな

い。）。  



 

 

      議案第○○号 指定管理者の指定について 

議案第○○号 

    指定管理者の指定について 

 県は，指定管理者を次のとおり指定する。 

  ○○年○月○○日提出 

                                     千葉県知事  ○  ○  ○  ○ 

1  施 設 の 名 称   ○○センター 

2  指定管理者となる団体   ○○市○○一丁目 1 番 1 号 

○○○○株式会社 

代表者  ○○ ○○ 

3  指 定 期 間   ○○年○月○日から○○年○月○○日まで 

 

参
考

資
料

1
3
 

設置管理条例で所在地が記されていない場合は、所在地を記入 -
 
4
8
 
-
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千葉県○○指令第○○号 

 

                    ○○市○○町○○番地 

                      ○○○○株式会社 

                       代表者 ○ ○ ○ ○ 

○○年○○月○○日付けで申請のあった千葉県○○センターの指定管理者の

指定については、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定により、下記の条件を付して指定する。 

○○年○月○○日 

 

                 千葉県知事 ○ ○  ○ ○     

 

 

記 

 

１ 指定の期間 

○○年○○月○○日 から○○年○○月○○日まで 

２ 指定の条件 

(1) 千葉県○○センターの指定管理者である○○○○株式会社が作成し、又は 

取得した文書（千葉県○○センターの管理の業務に係るものに限る。以下  

「管理文書」という。）は、千葉県情報公開条例（平成 12 年千葉県条例第 65

号）に規定する行政文書に準ずるものとして適正に管理を行うこと。 

(2) ○○○○株式会社が保有する管理文書について、知事に対し個人情報の保

護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）に基づく個人情報の開示の請求又

は千葉県情報公開条例に基づく行政文書の開示の請求があった場合におい

て、知事からこれらの請求に係る管理文書の提出を求められたときは、これ

に応ずること。 

(3) ○○○○株式会社は、千葉県○○センターの管理の業務に係る個人情報に

ついて、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）及び「個人

情報の保護に関する法律についてのガイドライン」に基づき適正に取り扱う

こと。 

(4) ○○○○株式会社が行う千葉県○○センターの利用者に対して行う各種の 

指導については、千葉県行政手続条例（平成７年千葉県条例第 48 号）第４章

の規定の適用はないが、○○○○株式会社は、これらの指導に当たっては、

県の機関に準ずるものとして、同章の趣旨にのっとり適切に行うこと。 

(5) … 

  

参考資料 14－１ 

指定通知（例） 
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千葉県○○指令第○○号 

 

                    ○○市○○町○○番地 

                      ○○○○株式会社 

                       代表者 ○ ○ ○ ○ 

○○年○○月○○日付けで申請のあった千葉県○○センターの指定管理者の

指定については、下記の理由により指定しないので通知します。 

○○年○月○○日 

 

                 千葉県知事 ○ ○  ○ ○     

 

 

 

記 

理由 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・ 

 

 

 

 

参考資料 14－２ 

不指定通知（例） 
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○○センターの管理運営に関する協定書 

 

 千葉県（以下「甲」という。）と○○○○○（以下「乙」という。）とは、○○センター     

（以下「センター」という。）の管理及び運営に関する業務（以下「管理業務」という。）に

ついて、次の条項により協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、○○センター設置管理条例（平成○○年千葉県条例第○○号。以下 

「条例」という。）第○条（指定管理者による管理の規定条項）の規定により指定管理者に

指定された乙が行うセンターの管理業務に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（管理業務） 

第２条 甲は、条例第○条（及び○○センター管理規則（平成○○年千葉県規則第○○号）

第○条）の規定により、次に掲げる管理業務を乙に行わせる。 

 （１）○○ 

 （２）○○     

 （３）○○ 

２ 前項各号に掲げる業務の細目及び基準については、別記１「管理業務仕様書（以下  

「仕様書」という。）」に定めるとおりとする。 

３ 乙は、本協定、募集要項及び事業計画書（申請時の事業計画書及び第７条の規定による

事業計画書をいう。以下この項において同じ。）に従って業務を行うものとし、本協定、 

募集要項及び事業計画書の間に矛盾又は齟齬がある場合には、本協定、募集要項、事業  

計画書の順にその解釈が優先されるものとする。 

ただし、事業計画書にて仕様書を上回る水準が提案されている場合には、事業計画書に

示された水準によるものとする。 

４ 乙が行うセンターの利用者に対する許可は、千葉県行政手続条例（平成７年千葉県条例

第 48 号）に規定する申請に対する処分であり、乙はこの許可に係る標準処理期間を定め、

公にするものとする。この場合において、標準処理期間は○○日と定めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 乙がセンターの利用者に対し不利益処分を行おうとするときは、事前に甲に報告する 

こととし、聴聞又は弁明の機会の付与に関する手続については、千葉県聴聞及び弁明の 

機会の付与に関する規則（平成６年千葉県規則第 54 号）に規定する手続により行うこと

とする。 

参考資料 15 

個別条例（規則）で指定管理者の業務として掲げた業務を記載 

４ 乙が行うセンターの利用者に対する許可は、千葉県行政手続条例（平成７年千葉県条

例第 48 号）に規定する申請に対する処分であり、乙はこの許可に係る審査基準及び処分

基準（以下「審査基準等」という。）並びに標準処理期間を定め、公にするものとする。

この場合において、審査基準等は甲の定める基準に従って定めるものとし、標準処理期

間は○○日と定めること。 

条例の「管理の基準」の規定のほかに審査基準等を定めることが特に

必要な場合 
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６ 甲は、電気事業法に基づく自家用電気工作物の維持及び管理に関する保安の監督に

係る業務を乙に行わせる。 

（１）乙は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用の保安を確保するに当たり、電気

主任技術者として選任するものの意見を尊重すること。 

（２）自家用電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者は、電気主任技術者として

選任するものがその保安のためにする指示に従うこと。 

（３）電気主任技術者として選任する者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に

関する保安の監督の職務を誠実に行うこと。 

（４）乙は、電気事業法第 39 条第１項の義務を果たすこと。 

 

 

（管理物件） 

第３条 乙が管理するセンターの施設及び物品等（以下「管理物件」という。）の対象は、 

別に甲が提示する財産及び物品の一覧によるものとする。 

２ 物品の内容に変動があったときは、甲は物品の一覧を整理し、乙に提示するものとする。 

３ 乙は、管理物件をセンターの管理業務以外の目的に使用してはならない。ただし、   

あらかじめ甲の承認を得たときはこの限りではない。 

（指定管理者の責務） 

第４条 乙は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）その他の関係法令及びこの協定の   

定めるところに従い信義に沿って誠実にセンターの管理業務を履行し、センターが円滑に

運営されるように管理しなければならない。 

２ 乙は、あらかじめ事故、災害等が発生した場合の対応マニュアルの作成など、緊急時の

ための体制を整えなければならない。 

３ 乙は、センターの施設の利用者（以下「施設利用者」という。）の被災に対する第一次 

責任を有し、施設利用者に災害があった場合は、迅速かつ適切な対応を行い、速やかに  

甲に報告し、甲の指示に従うものとする。 

４ 乙は、センターに事故、災害等が発生した場合は、迅速かつ適切な対応を行い、速やか

に甲に報告し、甲の指示に従うものとする。 

５ 乙は、センターの管理業務の継続が困難となった場合又はそのおそれが生じた場合には、

速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。 

第４条の２ センターは、災害時等において、甲の災害対策及び被災者のための利用に  

供することができ、乙はその利用に協力するものとする。 

２ 前項のため、乙は、別記仕様書により、センターを維持管理しなければならない。 

 

 

 

（指定の期間） 

第５条 甲が乙を指定管理者として指定する期間は、○○年○月○日から○○年○月○○日

までとする。 

電気事業法に基づく自家用電気工作物の維持及び管理に関する保安の監督に係る業務を指
定管理者に委託する場合 

災害時に避難所や帰宅困難者一時滞在施設として使用されることがある

施設の場合に記載 
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２ センターの管理業務に係る事業年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

（利用料金） 

第○条 センターの利用に係る料金（以下「利用料金」という。）は、乙の収入とし、センター

の管理業務の実施に要する経費に充てる。 

２ 乙は、利用料金の額を定め、又は変更しようとするときは、その旨を甲に届け出るととも

に、センターの管理業務の実施に要する経費の収支予算(決算)を記載した事業計画書を 

提出し、甲の承認を得るものとする。 

３ 乙は、条例第○条の規定による利用料金の減免をする場合は、あらかじめ減免の基準を 

明確にし、甲の承認を得た後、利用者に対して周知を図るものとする。 

 

（委託料） 

第６条 甲は、センターの管理業務の実施に要する費用として、委託料を乙に支払う。 

２ 前項の委託料の額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）は、次の表のとおりとする。 

対象年度 委託料の額（うち消費税及び地方消費税の額） 
○○年度 金○○○○円（ 円） 

○○年度 金○○○○円（ 円） 

○○年度 金○○○○円（ 円） 

○○年度 金○○○○円（ 円） 

○○年度 金○○○○円（ 円） 

計 金○○○○○円（ 円） 

３ 前項の規定にかかわらず、前条第１項に規定する期間中に委託料の額の算定の基礎と 

した諸要素に変動があったときは、甲乙協議の上、前項に規定する委託料の額を変更する

ことができる。 

（事業計画等の提出） 

第７条 乙は、センターの管理業務に係る各年度の２月末日までに、当該年度の翌年度に 

係る次に掲げる内容を記載した事業計画書を甲に提出しなければならない。 

 （１）センターの管理運営体制 

 （２）センターの管理業務の概要及び実施する時期 

 （３）センターの管理業務の実施に要する経費の収支予算 

 （４）その他甲が必要と認める事項 

２ 乙は、事業計画書の提出後に新たな事業を実施するなど事業計画を変更する場合は、甲

へ協議しなければならない。 

３ 甲は、前二項の提出又は協議があった場合には、内容を審査し、必要な指示をすること

ができる。 

（委託料の支払い） 

第８条 第６条第１項の委託料は、乙の請求に基づき次の方法により支払うものとする。 

ただし、支払期日の１５日前までに請求がなかった場合は、乙の請求があった日から１５

日以内に支払うものとする。 

事業の運営計画、利用者から料金

を徴収する場合は内容と金額、施

設管理の実施計画、収支計画、 

職員実施体制などを記載。 

利用料金制をとる場合に記載 

自主事業に関する事項等、上記以外に必要な事項を記載 
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対象年度 支払額 支払期日 

毎年度 

 

当該年度の委託料の額を４

で除して得た額 

４月、７月、１０月及び１月の

月末日 

（業務報告） 

第９条 乙は、毎月終了後１０日以内に次に掲げる事項を甲に報告するものとする。 

 （１）○○月報 

 （２）実施した事業の内容及び実績 

２ 甲は、センターの管理業務の適正を期するため、乙に対し、前項に掲げるもののほか  

センターの管理業務及び経理の状況に関し、必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査

し、又は必要な指示をすることができる。 

（事業報告） 

第１０条 乙は、毎事業年度終了後速やかにセンターの管理業務に係る事業報告書を甲に 

提出し、○月○日までにその承認を得なければならない。 

２ 前項の事業報告書に記載する事項は、次のとおりとする。 

 （１）センターの管理業務の実施状況 

 （２）○○の利用状況 

 （３）使用料（利用料）の収入の実績 

 （４）センターの管理業務の実施に要した費用の収支決算 

 （５）その他甲が必要と認める事項 

３ 乙は、センターの管理業務に係る収支に関する帳票その他事業に係る記録を、乙が実施

する他の事業と明確に区分して整備し、常にセンターの管理業務に係る経理状況を明らか

にしておくとともに、甲が必要と認めるときは、その状況を報告しなければならない。 

（財務諸表等の提出） 

第１０条の２ 乙は、毎会計期間終了後、速やかに財務諸表等を甲に提出しなければ   

ならない。 

（実績評価等） 

第１１条 甲は、第１０条の報告書に基づき、乙が行うセンターの管理業務の実績評価を 

毎年度行うものとする。 

２ 甲は、乙が行うセンターの管理業務について、必要と認めるときは、第三者又は専門的な見識を

有する者による評価を実施することができるものとする。 

３ 甲は、前各項の評価を公表することができるものとする。 

４ 乙は、施設利用者の利便性の向上等の観点から、次の各号に掲げるアンケート等により利用者

等の意見・苦情等を聴取するものとする。 

一 「施設来所者アンケート実施要綱」に基づく施設来所者アンケート 

二 施設利用の満足度調査 

三 利用者、外部有識者等を委員とする運営委員会 

５ 乙は、前項の結果及び業務改善の状況について、甲に報告するとともに、施設内への掲示等に

より公表するものとし、甲は、当該結果等について公表することができるものとする。 

第２項・第４項の評価・アンケート等の実施について

は、施設の設置目的・性質や当該要綱の対象である

かどうか等を勘案の上、適宜選択して記載する。 

施設の特性等を踏まえ、施設所管課において適切

な期限を設定すること。 
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（役員に関する報告） 

第１２条 乙は、役員に変更があったときは甲に報告しなければならない。 

 

（備品の管理及び帰属） 

第１３条 乙は、善良な管理者の注意をもってセンター備付けの備品の維持管理を行うもの

とし、その費用は乙の負担とする。 

２ センター備付けの備品の更新並びにその他の必要な備品の調達及び更新については、 

原則として、乙が行うものとし、その費用についても乙の負担とする。 

３ 前項により調達又は更新された備品の所有権は、事業計画中の維持管理に要する経費に

見込まれている備品については甲に帰属するものとし、それ以外のものは乙に帰属する 

ものとする。 

４ 前々項の規定に基づき、乙が備品を購入するにあたっては、購入する備品の帰属等に 

ついてあらかじめ甲と協議の上、甲の承認を得なければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（リスク分担） 

第１４条 センターの管理業務に関する危険負担については、別記２のとおりとする。 

指定管理者が管理する県の備品の取扱いについては、参考資料 22 参照 

備品の帰属（第１３条）に関する他の例 

（備品の管理及び帰属） 

第１３条 乙は、善良な管理者の注意をもってセンター備付けの備品の維持管理を行う 

ものとし、その費用は乙の負担とする。 

２ センター備付けの備品の更新並びにセンターの管理運営上新たに必要となる備品の

調達及び更新については、原則として、乙が行うものとし、その費用についても乙の 

負担とする。 

３ 前項の規定に基づき、乙が備品を購入するにあたっては、購入する備品の帰属等に 

ついてあらかじめ甲と協議の上、甲の承認を得なければならない。 

４ センターの管理業務が終了したときは、乙は、速やかに備品の管理を甲又は甲の指定

するものに引き継ぐものとする。 

（備品の管理及び帰属） 

第１３条 乙は、別表１及び別表２に定める備品を、善良な管理者の注意を持って維持 

管理するものとする。 

２ 別表１に定める備品が経年劣化等により業務の用に供することができなくなった 

場合、甲は、乙との協議により、必要に応じて甲の負担で当該備品を調達するものと  

する。 

３ 別表２に定める備品が経年劣化等により業務の用に供することができなくなった 

場合、乙は、乙の負担で当該備品を調達するものとする。 

４ 前項の規定に基づき、乙が備品を購入するにあたっては、購入する備品の帰属等に 

ついてあらかじめ甲と協議の上、甲の承認を得なければならない。 

５ センターの管理業務が終了したときは、乙は、別表１及び別表２に定める備品の管理

を、甲又は甲の指定するものに引き継ぐものとする。 

（備品の管理及び帰属） 

第１３条 乙が、甲が支払う委託料で購入した備品については、甲の所有とし、乙は善良

な管理者の注意をもって維持管理を行い、センターの管理業務が終了した後は、速やか

に当該備品の管理を甲又は甲の指定するものに引き継ぐものとする。 

２ 前項の規定に基づき、乙が備品を購入するにあたっては、あらかじめ甲と協議の上、

甲の承認を得なければならない。 
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２ 前項に定める事項で疑義がある場合又は前項に定める事項以外の不測の事態が生じた

場合は、甲乙両者で協議の上、危険負担を決定する。 

（業務の委託） 

第１５条 乙は、センターの管理業務を一括して第三者に委託してはならない。 

２ 乙は、センターの管理業務のうち、清掃、警備等個々の具体的な業務は第三者に委託  

することができる。この場合において、当該第三者の責めに帰すべき事由により発生した 

損害等に対しては、すべて乙がその責を負うものとする。 

３ 乙は、前項の委託をする場合は、当該委託に係る契約をする前に、その契約方法、   

契約書案の写しを甲に報告するものとする。 

（権利譲渡禁止） 

第１６条 乙は、この協定を締結したことにより生ずる権利義務を第三者に譲渡し、若しく

は継承させ、又は担保に供してはならない。 

（指定の取消し等） 

第１７条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、指定管理者の指定を

取り消し、若しくは業務の全部若しくは一部を停止させ、又は甲が支払った経費の全部 

若しくは一部の返還及びこれにより生じた損害の賠償を命ずることができる。 

 （１）関係法令、条例又は本協定に違反したとき。 

（２）故意又は過失により、利用者に被害を生じさせ、又はセンター施設に損害を与える

など、センターの管理業務の処理が著しく不適当と認められるとき。 

 （３）甲に対し虚偽の報告をし、又は報告若しくは調査を拒んだとき。 

（４）管理業務に関する甲の指示に従わなかったとき。 

（５） 応募時の指定管理者の資格要件を満たさなくなったとき又は指定申請書若しくは

添付書類の内容に虚偽があることが判明したとき。 

（６）乙の経営状況の悪化等により、本業務を継続することが不可能又は著しく困難で 

あると認められるとき。 

（７）法人格の変更や合併等により、乙の団体としての同一性が認められなくなったとき。 

（８）前各号のほか、乙がセンターの指定管理者としてセンターの管理業務を継続する 

ことが適当でないと認められるとき 

２ 乙が、この協定を第５条第１項に規定する期間内に廃止しようとするときは、当該  

廃止しようとする日の３月前までに甲の承認を得なければならない。 

３ 甲は、第１項に定める場合のほか、必要があるときは、センターの管理業務の全部又は

一部を廃止することができる。この場合においては、甲は、当該廃止しようとする日の  

３０日前までに乙に通知しなければならない。 

４ 前２項の規定により、指定管理者の指定が取り消された場合における損害の賠償に  

ついては、甲乙協議して定める。 

（管理業務の引継ぎ） 

第１８条 乙は、第５条第１項に規定する期間が満了したとき、前条第１項により指定を 

取り消され、若しくはセンターの管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたとき、

又は同条第３項の規定によりセンターの管理業務の全部若しくは一部が廃止されたとき
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は、甲が定める期間内に、甲又は甲が指定した者に対してセンターの管理業務の引き継ぎ

を行わなければならない。ただし、甲の承認を得たときは、この限りでない。 

（原状回復義務） 

第１９条 乙は、第５条第１項に規定する期間が満了したとき、第１７条第１項により指定

を取り消され、若しくはセンターの管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたとき、

又は同条第３項の規定によりセンターの管理業務の全部若しくは一部が廃止されたとき

は、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。  

ただし、甲の承認を得たときは、この限りでない。 

（損害の賠償） 

第２０条 乙は、センターの管理業務の履行に当たり、乙の責に帰すべき事由により甲  

又は第三者に損害を与えた場合は、損害を賠償しなければならない。 

２ 前項の場合において、損害を受けた第三者の求めに応じ甲が損害を賠償したときは、甲

は乙に対して求償権を有するものとする。 

（文書管理） 

第２１条 乙は、センターの管理業務に係る各年度の２月末日までに、当該年度の翌年度に

係る管理文書（乙が作成し、又は取得した文書（センターの管理業務に係るものに限る。）

をいう。次条において同じ。）の分類、保存及び廃棄に関する基準その他管理文書の管理

に関する必要な事項を定め、甲に報告するものとする。 

２ 甲は、前項の規定により乙から報告があったときは、内容を審査し、必要な指示をする

ことができる。 

（管理文書の提出） 

第２２条 甲は、管理文書について、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）

に基づく個人情報の開示の請求又は千葉県情報公開条例（平成 12 年千葉県条例第 65 号）

に基づく行政文書の開示の請求を受けた場合において、これらの請求に係る管理文書を 

保有していないときは、乙に対し、当該管理文書の提出を求めるものとする。 

２ 乙は、前項の規定により求めがあったときは、当該管理文書を保有していない場合を 

除き、甲に当該管理文書を提出しなければならない。この場合において、乙は、個人情報

の保護に関する法律及び千葉県情報公開条例に基づく開示請求に対する措置に関し、意見

を述べることができる。 

３ 甲は、前項の規定により提出のあった管理文書に係る開示請求に対応する事務（当該 

管理文書に係る開示請求に関する争訟の事務を含む。）が終了したときは、乙に当該管理

文書を返却するものとする。 

４ 乙は、第２項の規定により管理文書を提出しようとする場合において、次の各号の   

いずれかに該当するときは、当該管理文書に代えて、その写しを提出することができる。 

 （１）管理文書の保存に支障を生ずるおそれがあるとき。 

 （２）管理文書をセンターの管理業務に使用する必要があり、これを提出するとセンター

の管理業務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるとき。 

 （３）前各号に定めるもののほか、正当な理由があると認められるとき。 
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（個人情報の保護） 

第２３条 乙は、センターの管理業務を実施するに当たって取り扱う個人情報について、 

別記３「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。 

（内部通報制度の周知等） 

第２３条の２ 乙は、「千葉県職員等の内部通報に関する要綱」について、センターの管理 

業務に従事する労働者に対して周知を図るとともに、同要綱に基づき甲が調査を行う必要

が生じたときは、誠実に対応しなければならない。 

（重要事項の変更の届出） 

第２４条 乙は、定款、事務所の所在地又は代表者の変更等を行ったときは、遅滞なく甲に

届け出なければならない。 

（書類の提出） 

第２５条 乙は、センターの管理業務に必要な諸規則、非常時の体制を整備し、これを甲に

届け出なければならない。 

（協定の改定） 

第２６条 センターの管理業務に関し、事情の変更があったとき又は特別な事情が生じた 

ときは、甲乙協議の上、この協定を改定することができる。 

（信義則） 

第２７条 甲及び乙は、信義を重んじ、誠実にこの協定を履行しなければならない。 

（協議） 

第２８条 この協定に関し疑義が生じたとき又はこの協定に定めのない事項については、 

その都度甲乙協議して定めるものとする。 

（管轄合意） 

第２９条 この協定に関し紛争が生じた場合は、千葉地方裁判所を第一審の専属的合意管轄

裁判所とする。 

 

 この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自その１通を

所持する。 

 

 ○○年○月○日 

 
                  甲  千葉市中央区市場町１番１号 
  
                     千  葉  県 
 
                     千葉県知事    ○ ○ ○ ○ 
 
 
                  乙  ○○市○○町○○番地 
 
                     ○ ○ ○ ○ 
 
                     代表者  職  ○ ○ ○ ○ 
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危険負担表（例） 

種類 内容 
負担者 

県 
指定 

管理者 

物価変動 人件費、物品費等物価変動に伴う経費の増  ○ 

金利変動 金利の変動に伴う経費の増  ○ 

周辺地域・住民及び

施設利用者への対応 

地域との協調  ○ 

施設管理、運営業務内容に対する住民及び施設利用者からの 

反対、訴訟、要望への対応 
 ○ 

上記以外 ○  

法令の変更 施設管理、運営に影響を及ぼす法令変更 ○  

指定管理者自身に影響を及ぼす法令変更  ○ 

税制度の変更 施設管理、運営に影響を及ぼす税制変更 ○  

一般的な税制変更  ○ 

政治、行政的理由に

よる事業変更 

政治、行政的理由から、施設管理、運営業務の継続に支障が  

生じた場合、又は業務内容の変更を余儀なくされた場合の経

費及びその後の維持管理運営経費における当該事情による増

加経費負担 

○  

不可抗力 不可抗力（暴風、豪雨、洪水、地震、落盤、火災、争乱、暴動

その他の県又は指定管理者のいずれの責めにも帰すことの 

できない自然的又は人為的な現象）に伴う、施設、設備の修復

による経費の増加及び事業履行不能 

○  

書類の誤り 仕様書等県が責任を持つ書類の誤りによるもの ○  

事業計画書等指定管理者が提案した内容の誤りによるもの  ○ 

資金調達 経費の支払い遅延（県→指定管理者）によって生じた事由 ○  

経費の支払い遅延（指定管理者→業者）によって生じた事由  ○ 

施設・設備・備品の

損傷に対する修繕 

経年劣化によるもの（極めて小規模なもの（1 件あたりの修繕

額が○○万円未満（消費税及び地方消費税を含む）のもの。但

し、税法上の資本的支出に該当しない範囲内に限る。）） 

 ○ 

    〃    （上記以外） ○  

第三者の行為から生じたもので相手方が特定できないもの 

（極めて小規模なもの（1 件あたりの修繕額が○○万円未満

（消費税及び地方消費税を含む）のもの。但し、税法上の資本

的支出に該当しない範囲内に限る。）） 

 ○ 

  〃  （上記以外） ○  

資料等の損傷 管理者として注意義務を怠ったことによるもの  ○ 

第三者の行為から生じたもので相手方が特定できないもの 

（極めて小規模なもの（1 件あたり○○万円未満（消費税及び

地方消費税を含む）のもの）） 

 ○ 

  〃  （上記以外） ○  

第三者への賠償 管理者としての注意義務を怠ったことにより損害を与えた場

合 
 ○ 

上記以外の理由により損害を与えた場合 ○  

セキュリティ 警備不備により情報漏洩、犯罪発生  ○ 

事業終了時の費用 指定管理業務の期間が終了した場合又は期間中途における 

業務を廃止した場合における事業者の撤収費用 
 ○ 

※危険負担表については、原則として上記表の（例）によることとするが、施設の事業内容
等に応じて必要な修正を行う。施設・設備・備品・資料等の損傷に対する負担の額について
は、施設ごとの状況に応じて定めること。 

別記２ 
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別記３ 

個人情報取扱特記事項 

 

第１ 基本的事項 

 乙は、個人情報の重要性を認識し、この協定による事務の実施に当たっては、個人の権利

利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行う。 

 

第２ 事務従事者への周知及び監督 

（事務従事者への監督） 

１ 乙は、この協定による事務を行うために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、 

事務従事者に対して必要かつ適切な監督を行う。 

（事務従事者への周知） 

２ 乙は、事務従事者に対して、次の事項等の個人情報の保護に必要な事項を周知させるも

のとする。 

(1) 事務従事者又は事務従事者であった者は、その事務に関して知り得た個人情報をみだ

りに他人に知らせてはならないこと 

(2) 事務従事者又は事務従事者であった者は、その事務に関して知り得た個人情報を不当

な目的に使用してはならないこと 

 

第３ 個人情報の取扱い 

（収集の制限） 

１ 乙は、この協定による事務を行うために個人情報を収集するときは、当該事務の目的を

達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段によりこれを行う。 

（秘密の保持） 

２ 乙は、この協定による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはなら

ない。この協定が終了し、又は指定が取り消された後においても、同様とする。 

（漏えい、滅失及びき損の防止等） 

３ 乙は、この協定による事務に関して知り得た個人情報について、個人情報の漏えい、滅

失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じる。 

（持ち出しの制限） 

４ 乙は、甲が承諾した場合を除き、この協定による事務を甲が指定した場所で行い、個人

情報が記録された機器、記録媒体、書類等（以下「機器等」という。）を当該場所以外に持

ち出してはならない。 

（目的外利用及び提供の制限） 

５ 乙は、甲の指示がある場合を除き、個人情報をこの協定の目的以外の目的のために利用

し、又は甲の承諾なしに第三者に対して提供してはならない。 

（複写又は複製の禁止） 

６ 乙は、この協定による事務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された

機器等を甲の承諾なしに複写又は複製してはならない。 

第４ 委託の制限 

乙は、甲が承諾した場合を除き、この協定による事務を行うための個人情報の処理につい

ては自ら行い、第三者にその取扱いを委託してはならない。 
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第５ 事故発生時における報告 

乙は、この協定に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速

やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。 

 

第６ 情報システムを使用した処理 

 乙は、情報システムを使用してこの契約による事務を行う場合には、この特記事項のほか、

最高情報セキュリティ責任者（総務部情報システム課が所管する千葉県情報セキュリティ対

策基準（平成１４年３月１５日制定）５（１）アに規定する職にある者をいう。）の定める「デ

ータ保護及び管理に関する特記仕様書」等を遵守する。 

 

第７ 機器等の返還等 

乙は、この協定による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、

若しくは作成した個人情報が記録された機器等は、業務完了後直ちに甲に返還し、又は引き

渡すものとする。ただし、甲が別に作業の方法を指示したときは､当該方法によるものとす

る。 

 

第８ 甲の調査、指示等 

（調査、指示等） 

１ 甲は、乙がこの協定により行う個人情報の取扱状況随時調査し、又は監査することがで

きる。この場合において、甲は、乙に対して、必要な指示を行い、又は必要な事項の報告

若しくは資料の提出等を求めることができる。 

（公表） 

２ 甲は、乙がこの協定により行う事務について、情報漏えい等の個人情報を保護する上で

問題となる事案が発生した場合には、個人情報の取扱いの態様、損害の発生状況等を勘案

し、乙の名称等の必要な事項を公表することができる。 

 

第９ 指定の取消し及び損害の賠償 

甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者の指定を取り消し、及び乙に対

して損害の賠償を請求することができる。 

(1) 乙又は乙の委託先（順次委託が行われた場合におけるそれぞれの受託者を含む。）の

責めに帰すべき事由による情報漏えい等があったとき 

(2) 乙がこの特記事項に違反し、この協定による事務の目的を達成することができないと

認められるとき 

 

 

 

注 

１ 「甲」は実施機関を、「乙」は指定管理者を指す。 

２ 指定管理業務に係る事務の実態に則して、適宜必要な事項を追加し、不要な事項は省略

することとする。 



参考資料16-1

（単位：円）

予算額 決算額
増減額

（予算-決算）
備考

指定管理料収入

利用料金収入

その他収入
利用者から使用料・利用料金以外
の費用を徴して行った指定管理業
務についても記載すること。

合　計（A)

人件費

うち給与（基本給）

うち手当

うち賞与

うちその他

消耗品費

修繕費

光熱水費

責任保険料

手数料

委託料

販売費及び一般管理費※
１

財務諸表における売上高販管費
比率や他業務との按分等、合理
的な算出根拠により求めること
とし、算出根拠を内訳欄に記載
すること。また、利益相当額は
含めないこと。

合　計（B）

※１　販売費及び一般管理費…施設の管理運営のために直接的に要した費用ではないものの、団体として事業を運営するため
に必要な費用（間接部門における人件費、租税公課など）。
※２　利益（又は損失）…企業会計における営業利益（又は損失）のこと。

【注意事項】
①　本様式には、募集要項の「指定管理者の業務の範囲」に掲げる業務について記載すること。
　　なお、「指定管理者の業務の範囲」外の業務であっても、使用料・利用料金以外の費用を利用者等から徴しない場合は、
本様式に記載すること。
②　収支項目及び予算額は、原則として収支計画書の記載内容と一致させること。
③　施設の管理運営のために直接要した費用と「販売費及び一般管理費」の区分については、指定管理者の財務諸表における
区分に準ずること。
④　指定管理業務と自主事業とに明確に区分できない支出がある場合には、収入比率など合理的と考えられる割合により按分
し、算出根拠を備考欄に記載すること。
⑤　各項目の増減額が予算額の10％以上となっている場合には、その理由を備考欄に記載すること。
⑥　消費税及び特別地方消費税込みの額を記載すること。

収支報告書（○○年度　指定管理業務）

項目

収
　
入

支
　
出

利益（又は損失）
（収支差額A－B）※２
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（単位：円）

予算額 決算額
増減額

（予算-決算）
備考

指定管理料収入

利用料金収入

その他収入
利用者から徴収した費用等について
記載すること。

合　計（A)

人件費

うち給与（基本給）

うち手当

うち賞与

うちその他

消耗品費

修繕費

光熱水費

責任保険料

手数料

委託料

販売費及び一般管理費※
１

財務諸表における売上高販管費
比率や他業務との按分等、合理
的な算出根拠により求めること
とし、算出根拠を内訳欄に記載
すること。また、利益相当額は
含めないこと。

合　計（B）

【注意事項】
①　本様式には、募集要項の「指定管理者の業務の範囲」外の業務で、指定管理者が使用料・利用料金以外の費用を利用者から
徴して行う事業（自主事業）について記載すること。
②　収支項目及び予算額は、原則として収支計画書の記載内容と一致させること。
③　施設の管理運営のために直接要した費用と「販売費及び一般管理費」の区分については、指定管理者の財務諸表における区
分に準ずること。
④　指定管理業務と自主事業とに明確に区分できない支出がある場合には、収入比率など合理的と考えられる割合により按分
し、算出根拠を備考欄に記載すること。
⑤　各項目の増減額が予算額の10％以上となっている場合には、その理由を備考欄に記載すること。
⑥　消費税及び特別地方消費税込みの額を記載すること。

※１　販売費及び一般管理費…施設の管理運営のために直接的に要した費用ではないものの、団体として事業を運営するために
必要な費用（間接部門における人件費、租税公課など）。
※２　利益（又は損失）…企業会計における営業利益（又は損失）のこと。

収
　
入

支
　
出

収支報告書（○○年度　自主事業）

項目

利益（又は損失）
（収支差額A－B）※２
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実地確認・実地調査票 

評価項目・評価内容 

確認欄 

評価 計画や目標の 

達成・履行状況 
改善・留意事項等 

管理業務

の実施状

況に関す

る事項 

 

 

施設の設置目的・法令等の遵守等【重要項目】  

 

 

施設の設置目的や管理の基準に従った管理運

営が行われているか。 

（平等利用の確保、利用承認・不承認基準の遵

守等） 

  

 

法令等に違反していないか。    

個人情報保護は適切に行われているか。    

適正な労働環境が確保されているか。    

県への報告は適時、適切になされているか。    

安全性の確保【重要項目】  

 施設の安全の確保、日常の事故防止等の安全

対策は適切か。 

   

防犯、防災等の危機管理体制は適切か。    

事故発生時や非常時の対応は適切であった

か。 

   

適切な管理運営 Ａ 

 協定書や事業計画に沿って、清掃、警備等の

業務が適切に行われているか。 

回数、場所、方法につ

いて計画のとおり履

行 

樹木の落ち葉につい

て周辺住民からの苦

情が○件程度あるた

め、清掃方法や回数

を見直す。 

 

受付、案内は適切に行われているか。    

要配慮者への対応は適切か。    

適切な財産管理 Ｂ 

 協定書や事業計画に沿って、施設・設備の点

検・修繕が適切に行われているか。 

  
 

備品、文書等の管理は適切か。    

事業の企

画運営に

関する事

項 

事業の実施（必須事業）【重要項目】 Ｓ 

 必須となっている各事業は計画どおり適切に

実施されているか（時期、内容、参加者数、収

支状況、効果等）。 

実施内容、参加状況

とも期待を上回っ

た。今までにない新

事業であり、好評で

あった。 

次年度に向け事業水

準の維持・向上が望

まれる。  

指定管理者からの提案企画は適切に実施され

ているか。 

  
 

施設の設備・機能を最大限活用した事業実施

がなされているか。 

 

  

 

実地確認の評価項目は原則として本表のとおりとす
るが、評価内容は選定時の審査項目や施設の特性等に
応じ、本表を参考に適宜設定すること。 
また、実地調査の調査項目は、本表を参考に施設所

管課で検討・決定すること。 
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・履行状況等により 

評価を記入 

・評価の単位は各施設にて決定（中

項目欄以上のみ記載など） 

・表１の基準による 

特に給与の積算単価が最低賃金を

下回っていないか確認することと

し、最低賃金を下回っていた場合

は、最低賃金の対象となる職務手当

等についても確認を行うこと。 
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評価項目・評価内容 

確認欄 

評価 計画や目標の 

達成・履行状況 
改善・留意事項等 

 サービスの向上、自主事業、地域の連携等  

 上欄のほか利用者サービス向上のための具体

的な取組の状況はどうか。 

  
 

自主事業は計画どおり実施されているか。ま

た、それは利用者サービスの向上に貢献して

いるか。 

 

  

地域、関係機関、ボランティア等との連携・協

力は図られているか。また、それら地域での

連携は施設利用の拡大や地域の活性化につな

がっているか。 

  

 

その他地域の活性化につながる事業への具体

的な取組の状況はどうか。 

  
 

施設利用

状況に関

する事項 

利用者数、稼働率、料金収入等 Ａ 

 利用者数、稼働率や料金収入の状況・推移は

事業計画（目標）と比較してどうか。 

前年度より○パーセ

ント増となり、計画

を上回った。 

強いていえば、秋季

の利用者が伸びなか

ったことへの分析・

対応が望まれる。 

 

計画に沿った広報活動、営業・誘致活動、その

他利用拡大を図るための取組が行われている

か。 

  

 

利用者増加への取組の効果はどうか。    

管理運営体制  

 組織・人員配置等管理運営体制は適切であっ

たか。 

  
 

職員の確保や育成は適切に行われたか。    

収支状況  

 当該施設管理に係る収支決算の状況は計画と

比較してどうか。 

（必要な収入は確保されているか。過大な経

費は計上されていないか。） 

  

 

利用者意見の反映、利用者満足度  

 利用者の意見を把握し、反映させる取組は適

切か。また、利用者からの苦情等への対応は

適切に行われているか。 

  

 

満足度調査や来所者アンケートの結果、利用

者の満足は得られているか。 

  
 

 
 

地域等との連携に加え、地域の

活性化を評価内容とするために

は、募集要項や審査基準により

指定管理者に周知が図られてい

ることが必要 

施設が老朽化している場合には、

利用者に施設の整備状況や利用し

た感想を聴くと、一般的に低い評

価になると考えられる。特に入所

施設など県施設の設備の状況によ

り評価が左右されると考えられる

ものもある。満足度の評価に当た

っては、各施設の特性等に応じた

評価の内容や基準を検討すること
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改善を要する点

についての指示 

 

 

 

 

県の総合意見欄 

 

 

 

 

 

 

 

 

実地確認及び結果提出について、記載例を庁内向け所属ページ（資産経営課）に掲載しております。 
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■各項目の評価の基準（例） 

各項目について、「Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ」で評価する。 

基     準 評価 対応数値 

事業計画を上回っている 

期待する水準を上回っている 

達成度イメージ：１１０％以上 

Ｓ ３ 

ほぼ事業計画どおりである 

ほぼ期待する水準どおりである 

達成度イメージ：９０％以上～１１０％未満 

Ａ ２ 

一部分を除き、事業計画どおりである 

一部分を除き、期待する水準どおりである 

達成度イメージ：７０％以上～９０％未満 

Ｂ １ 

事業計画を大幅に下回っている 

期待する水準に達していない 

達成度イメージ：７０％未満 

Ｃ ０ 

※施設の特性等に応じて基準を決定するが、できる限り本表を基本とすること。 

４段階評価を変更するなど、大きく基準を変えようとする場合には、資産経営課に協議すること。 

 

■総合評価の基準（例） 

各項目の評価を表１「対応数値」に従い数値化し、以下に当てはめ総合評価を行う。 

総合評価 基     準 

優 良 ・すべての項目が２．０以上で、各項目の数値の平均が２．５以上の場合 

良 好 

・各項目の数値の平均が２．５以上であるが１．０以下の項目がある場合 

・各項目の数値の平均が２．０以上 ２．５未満の場合（ただし、１．０以下 

の項目は全体の３割以内） 

一部良好でない 

・各項目の数値の平均が２．０以上だが、１．０以下の項目が全体の３割を 

超える場合 

・各項目の数値の平均が１．５以上 ２．０未満の場合 

良好でない 

・各項目の数値の平均が１．５未満の場合 

・０点の項目がひとつでもある場合 

・【重要項目】に１．０以下の項目がひとつでもある場合 

・１．０以下の項目が全体の７割以上の場合 

※施設の特性等に応じて基準を決定するが、できる限り本表を基本とすること。 

「優良」「良好」「一部良好でない」「良好でない」の４段階評価は原則として変更しないこと。 

 

【第三者評価の結果を反映させる場合】 

① 各外部有識者の評価を表１「対応数値」に従い数値化し、平均を算出する。 

② （各項目の評価）平均した数値が2.5以上の場合はＳ評価、1.5以上2.5未満の場合はＡ評価、

0.5以上1.5未満の場合はＢ評価、0.5未満の場合はＣ評価とする。 

③ （総合評価）①により算出した平均を直接表２に当てはめ、総合評価とする。 

表２ 

表１ 
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○○年度○○指定管理者管理運営状況評価（例） 

 

１ 概要 

（１）施設名等 

施 設 名  

指 定 管 理 者   

指 定 管 理 期 間   

評 価 対 象 年 度   

第三者評価の有無（今回）  

施 設 所 管 課   

 

（２）施設の設置目的等 

設 置 目 的 ・・・に資する。 

指定管理者
が行う業務
の範囲 

① 
② 
③ 

 

（３）施設の運営状況 

 

年度 
利用者

（人） 

事業費等の内訳（千円） 

指定管理料 

(A) 

その他維持 

管理費(B) 

使用料等 

県収入(C) 

県の収支 

(C-A-B) 

(参考) 

利用料金 

 ○○       

（参考) 

○○ 

 
  

 
  

※１ カウント方法： 
※２ 維持補修費、委託料、工事請負費、備品購入費（指定管理料に含まれるものを除く） 
 

２ 評価結果 

（１）管理運営状況評価 

評 価 項 目 評価 評 価 理 由 等 

管理業務

の実施状

況に関す

る事項 

施設の設置目的・
法令等の遵守等 

  

安全性の確保   

適切な管理運営   

適切な財産管理 

 

 

 

 

  

・ 客観的なデータ等を

基に具体的な記載に

努めること。 

・ 公表を前提に分かり

やすい表記に努める

こと。 

・ 評価に反映する第三

者の個々の意見はこ

の欄に記載すること

（第三者評価を実施し

た場合）。 

参考資料18 

原則として、関係法令又

は設置管理条例の規定を

記載 

施設名を記載 

上段に評価年度の数値を記載し、下段に評価前年度の数値

を参考として記載。第三者評価の場合は、評価対象期間の

年度の数値をすべて記載。 

※１ ※２
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評 価 項 目 評価 評 価 理 由 等 

事業の企

画運営に

関する事

項 

事業の実施 
（必須事業） 

  

サービスの向上 
自主事業 
地域の連携等 

  

施設利用

状況に関

する事項 

 

利用者数、稼働率、

料金収入等 

  

管理運営体制   

収支状況   

利用者意見の反映 

利用者満足度 

  

総 合 評 価   

 

（２）特記事項 

特に評価される点 

 

 

 

 

次年度に向けて 

改善が望まれる点 

 

 

 

 

前年度評価で改善が望

まれると指摘された点

とその改善状況 

 

 

 

 

 

（３）第三者評価におけるその他の意見 

（第三者評価を実施した場合） 

 

 

 

 

 

 

 

上記評価とは別に、専門的な立場等から、当

該施設や事業のあり方、管理運営における留

意点、評価の手法などについて意見があった

場合に記載。 

表２の基準によ

る 

４段階評価 

⇒優良 

良好 

一部良好でな

い 
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指定管理者が管理する施設における施設利用の満足度調査について 

 

１ 目 的 

施設のサービス水準を客観的に測定し公表することにより、県民への説明責任を果

たし、指定管理者に自ら提供しているサービスの質を認識させるとともに、調査結果

を確認・分析し、改善が必要と認められる事項については指定管理者へ指示を行うこ

とにより、施設の管理運営やサービスの向上を図る。 

 

２ 対象施設等 

原則として、すべての施設を対象とする。 

調査の方法や内容を工夫し、少しでもサービスの向上が図れるよう調査結果を活か

していくことを検討すること。 

 

３ 指定管理者との協議対象施設等 

満足度調査の活用を検討するに当たっては、調査の実施及び実施方法等について指

定管理者と協議し、適切な時期や方法を選択すること。 

 

４ 調査結果の公表 

調査結果は施設内や県庁ホームページ等で公表する。 

 

５ 調査内容（例） 

 

(1)調査項目 

・ 施設全般に対する利用者の満足度（総合満足度） 

・ 施設の管理状況に対する満足度（例：安全性、公平性、清潔さ等） 

・ サービスや事業内容に対する満足度 

・ 職員の対応に対する満足度 

 

 

 

□ 

参考資料 19 
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(2) 設問 

 

質問１：当施設の○○事業について、満足度をお聞かせください。 

     １ 十分満足 ２ やや満足 ３ やや不満 ４ かなり不満 

 

 質問２：当施設の状態について、満足度をお聞かせください。 

     １ 十分満足 ２ やや満足 ３ やや不満 ４ かなり不満 

 

 質問３：当施設の職員の対応について、満足度をお聞かせください。 

     １ 十分満足 ２ やや満足 ３ やや不満 ４ かなり不満 

 

 質問４：当施設について、総合的な満足度をお聞かせください。 

     １ 十分満足 ２ やや満足 ３ やや不満 ４ かなり不満 

※煩雑にならない範囲で、満足であった（不満足であった）具体的な事項 

を問うことも可能 

 

(3) 実施方法 

調査の実施方法として考えられる主なものは以下のとおりである。 

・ 期間を設定し、施設の出入り口等において、調査票を来訪者へ配布・回収

する方法 

・ 期間を設定し、任意の来訪者からの聞き取り調査を実施する方法 

・ 調査票を常設のアンケートボックス等へ投函させることにより回収する 

方法 

※なお、福祉施設のように利用者を対象とした調査が難しい場合には、家族 
の会を通じたアンケート調査の実施、利用者や有識者等から成る運営委員 
会等の意見の活用が考えられる。 

 

□ 
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【指定管理者制度関係法規等】 

 

○地方自治法（昭和22年４月17日法律第67号）〔抄〕 

 

   第十章 公の施設 

（公の施設） 

第二百四十四条 普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するため

の施設（これを公の施設という。）を設けるものとする。 

２ 普通地方公共団体（次条第三項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。）は、正当な

理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。 

３ 普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしては

ならない。 

（公の施設の設置、管理及び廃止） 

第二百四十四条の二 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを

除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない。 

２ 普通地方公共団体は、条例で定める重要な公の施設のうち条例で定める特に重要なものについ

て、これを廃止し、又は条例で定める長期かつ独占的な利用をさせようとするときは、議会にお

いて出席議員の三分の二以上の者の同意を得なければならない。 

３ 普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるとき

は、条例の定めるところにより、法人その他の団体であつて当該普通地方公共団体が指定するも

の（以下本条及び第二百四十四条の四において「指定管理者」という。）に、当該公の施設の管理

を行わせることができる。 

４ 前項の条例には、指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲その

他必要な事項を定めるものとする。 

５ 指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。 

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該普通地方公

共団体の議会の議決を経なければならない。 

７ 指定管理者は、毎年度終了後、その管理する公の施設の管理の業務に関し事業報告書を作成し、

当該公の施設を設置する普通地方公共団体に提出しなければならない。 

８ 普通地方公共団体は、適当と認めるときは、指定管理者にその管理する公の施設の利用に係る

料金（次項において「利用料金」という。）を当該指定管理者の収入として収受させることができ

る。 

９ 前項の場合における利用料金は、公益上必要があると認める場合を除くほか、条例の定めると

ころにより、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当

該利用料金について当該普通地方公共団体の承認を受けなければならない。 

10 普通地方公共団体の長又は委員会は、指定管理者の管理する公の施設の管理の適正を期するた

め、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査

し、又は必要な指示をすることができる。 

11 普通地方公共団体は、指定管理者が前項の指示に従わないときその他当該指定管理者による管

理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の

業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 

  

参考資料20 
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○千葉県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成16年３月22日条例第２号） 

 

（趣旨） 

第一条 この条例は、県の公の施設に係る地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」

という。）第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者（以下「指定管理者」という。）の指

定の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（指定管理者の指定の申請） 

第二条 法人その他の団体であって指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に次の各号

に掲げる書類を添付して、指定管理者の指定を受けようとする公の施設を管理する知事、教育委

員会又は公営企業管理者（以下「知事等」という。）の指定する日までに、知事等に提出しなけれ

ばならない。 

一 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の管理の業務に関する事業計画書（次条におい

て「事業計画書」という。） 

二 当該法人その他の団体に係る申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表

及び損益計算書その他の当該法人その他の団体の財務の状況を明らかにすることができる書

類 

三 当該法人その他の団体に係る申請の日の属する事業年度の前事業年度における事業報告書

その他の当該法人その他の団体の業務の内容を明らかにすることができる書類 

四 前各号に掲げるもののほか、知事等が必要と認める書類 

（指定管理者の指定） 

第三条 知事等は、前条の規定により指定管理者の指定の申請をした法人その他の団体で次の各号

に掲げる要件を満たすもののうちから、指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管

理者として指定するものとする。 

一 事業計画書に基づく運営が、正当な理由がない限り県民が公の施設を利用することを拒まな

いものであること及び県民が公の施設を利用することについて不当な差別的取扱いをしない

ものであること。 

二 事業計画書の内容が、当該公の施設の設置の目的を効果的かつ効率的に達成できるものであ

ること。 

三 当該指定管理者の指定の申請をした法人その他の団体が、事業計画書に基づく運営を適正か

つ確実に実施するに足りる能力を有するものであること。 

（事業報告書の作成及び提出） 

第四条 指定管理者は、毎年度終了後速やかに、当該指定管理者が管理する公の施設に関し、次の

各号に掲げる事項を記載した事業報告書（以下この条において「事業報告書」という。）を作成し、

知事等に提出しなければならない。ただし、年度の中途において法第二百四十四条の二第十一項

の規定により指定を取り消されたときは、当該指定を取り消された日後速やかに、同日の属する

年度の開始の日から当該指定を取り消された日までの期間についての事業報告書を作成し、知事

等に提出しなければならない。 

一 当該公の施設の管理の業務の実施状況及び当該公の施設の利用状況に関する事項 

二 当該公の施設に係る使用料又は当該公の施設の利用に係る料金の収入の実績に関する事項 

三 前号に掲げるもののほか、当該公の施設の管理の業務に係る経理の状況に関する事項 

四 前各号に掲げるもののほか、知事等が必要と認める事項 
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（原状回復義務等） 

第五条 指定管理者は、当該指定管理者の指定の期間が満了したとき、又は法第二百四十四条の二

第十一項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部

の停止を命ぜられたときは、速やかに、当該指定管理者が管理の業務を行わなくなった公の施設

における施設又は設備を原状に回復しなければならない。ただし、知事等の承認を得たときは、

この限りでない。 

第六条 指定管理者は、故意又は過失により、当該指定管理者が管理の業務を行う公の施設におけ

る施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、遅滞なく、これを原状に回復し、又はその損傷

若しくは滅失によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、知事等が特別の事情があ

ると認めるときは、この限りでない。 

（秘密保持義務等） 

第七条 指定管理者の役員（法人でない指定管理者にあっては、当該指定を受けた者）若しくは職

員又はこれらの職にあった者は、当該指定管理者に係る公の施設の管理の業務に関して知り得た

秘密を漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

○個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）〔抄〕 

第五章 行政機関等の義務等 

（安全管理措置） 

第六十六条 行政機関の長等は、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情

報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 

２ 前項の規定は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める業務を行う場合における個人情報の取

扱いについて準用する。 

二 指定管理者（地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百四十四条の二第三項に規定

する指定管理者をいう。） 公の施設（同法第二百四十四条第一項に規定する公の施設をいう。）

の管理の業務 

第八章 罰則 

第百七十六条 行政機関等の職員若しくは職員であった者、第六十六条第二項各号に定める業務若

しくは第七十三条第五項若しくは第百二十一条第三項の委託を受けた業務に従事している者若

しくは従事していた者又は行政機関等において個人情報、仮名加工情報若しくは匿名加工情報の

取扱いに従事している派遣労働者若しくは従事していた派遣労働者が、正当な理由がないのに、

個人の秘密に属する事項が記録された第六十条第二項第一号に係る個人情報ファイル（その全部

又は一部を複製し、又は加工したものを含む。）を提供したときは、二年以下の懲役又は百万円以

下の罰金に処する。 

第百八十条 第百七十六条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しく

は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円

以下の罰金に処する。 

 

 

○個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年千葉県条例第３７号）〔抄〕 

附 則 
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（施行期日） 

１ この条例は、令和五年四月一日から施行する。 

（千葉県個人情報保護条例の廃止） 

２ 千葉県個人情報保護条例（平成五年千葉県条例第一号）は、廃止する。 

（経過措置） 

３ 次の各号に掲げる者に係る前項の規定による廃止前の千葉県個人情報保護条例（以下「旧条例」

という。）第十二条第三項、第十三条第三項又は第十四条の規定によるその事務に関して知り得た

旧条例第二条第一号に掲げる個人情報（以下「旧個人情報」という。）、その業務に関して知り得

た旧個人情報又はその職務上知り得た旧個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使

用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。 

二 この条例の施行前において旧指定管理者（この条例の施行前において地方自治法（昭和二十二

年法律第六十七号）第二百四十四条の二第三項の規定により法人その他の団体であって県が指定

していたものをいう。以下同じ。）の公の施設の管理の業務に従事していた者 

７ この条例の施行前において旧指定管理者の当該旧指定管理者に係る公の施設の管理の業務と

して旧個人情報を取り扱う事務に従事していた者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前

において当該旧指定管理者が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第六十

二条第二項に規定する個人情報ファイルをこの条例の施行後に提供したときは、二年以下の懲役

又は百万円以下の罰金に処する。 

９ 附則第七項に規定する者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧指定管理

者が保有していた旧個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目

的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

10 この条例の施行前において旧実施機関から旧条例第十二条第一項の委託を受けた法人（法人で

ない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。）若しくは旧指

定管理者である法人の代表者若しくは管理人又は旧実施機関から旧条例第十二条第一項の委託

を受けた法人若しくは人若しくは旧指定管理者である法人の代理人、使用人その他の従業者であ

った者が、当該委託を受けた法人若しくは人又は旧指定管理者である法人の業務に関して附則第

六項から前項までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、当該委託を受けた法人若しく

は人又は旧指定管理者である法人に対しても、各本項の罰金刑を科する。 

11 この条例の施行前にした行為並びに附則第四項及び第五項の規定によりなお従前の例による

こととされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従

前の例による。 

 

 

○千葉県職員等の内部通報に関する要綱（内部の職員等からの通報）（平成18年４月１日施行）

〔抄〕 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、内部通報者の保護並びに通報があった法令違反等の行為に係る調査及び是

正措置等に関し必要な事項を定めること等により、県の事務又は事業における事故及び不祥事

を未然に防止し、もって県民から信頼される公正な組織体制の確立を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、「県職員等」とは、次の各号に掲げる者をいう。 

（１）知事、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、人事委員会、労働委員会、収用委員会、

海区漁業調整委員会、公営企業管理者及び議会（以下「県の各機関」という。）に属する地方
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公務員法（昭和25年法律第261号）第３条第２項に規定する一般職の職員及び同条第３項第

３号に規定する特別職の職員 

（４）地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項の規定による指定管理者が行う

県の施設の管理業務に従事する労働者 

２ この要綱において「内部通報」とは、県職員等が、県が実施する事務又は事業に係る行為に

ついて、次の各号に掲げるいずれかの事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する

場合に、当該行為について行う通報をいう。 

（１）法令（条例、規則等を含む。）に違反する行為の事実 

（２）県民等の生命、身体、財産その他の利益を害し、又はこれらに対して重大な影響を及ぼす

おそれのある行為の事実 

（３）公益に反し、又は公正な職務を損なうおそれのある行為の事実 

（内部通報先及び方法） 

第６条 県職員等は、次の各号に掲げるものに対して内部通報等を行うことができる。ただし、

自らの人事上の処遇、給与、勤務時間その他の勤務条件に係わる事項については行うことがで

きない。 

（１）通報相談窓口（総務部に設置した通報相談窓口（教育委員会に関する内部通報等を除く。）

及び教育庁に設置した通報相談窓口（教育委員会に関する内部通報等に限る｡）） 

（２）外部調査員 

２ 外部調査員に対する内部通報は、別記様式若しくは当該様式の記載事項を記載した書面（フ

ァックス及び電子メールを含む。以下同じ。）、電話又は面談により行うものとする。 
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【指定管理者制度関係総務省等通知】 

 

○地方自治法の一部を改正する法律の公布について（平成15年７月17日 総行行第87号）〔抄〕 

（総務省自治行政局長発、各都道府県知事宛） 

 

地方自治法の一部を改正する法律（平成15年法律第81号。以下「改正法」という）は、平成

15年６月６日に成立し、同月13日に公布されました。 

今回の地方自治法の一部改正は、地方公共団体の内部組織に関する規定を見直すとともに、公

の施設の管理について指定管理者制度を導入し、その適正かつ効率的な運営を図ることを目的と

したものです。 

指定管理者制度の導入に伴い、この法律の施行の際現に改正前の地方自治法（以下「旧法」と

いう。）第244条の２第３項の規定に基づき管理の委託を行っている公の施設については、この法

律の施行後３年以内に当該公の施設の管理に関する条例を改正する必要があり、その際、公の施

設の管理状況全般について点検し、指定管理者制度を積極的に活用されるようお願いします。 

また、指定管理者制度と地方独立行政法人制度との関係等については「地方独立行政法人法及

び地方独立行政法人法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の公布について（通知）」（平

成15年７月17日付け総行行第86号、総行公第39号、総財公第61号、総財務第71号、15文科

高第275号総務省自治行政局長・総務省自治財政局長・文部科学省高等教育局長通知）を参照し

てください。 

貴職におかれましては、下記事項に留意の上、地方公共団体の内部組織に関する規定及び公の

施設の指定管理者制度の適正な運用に十分配慮されるとともに、貴都道府県内の市町村に対して

もこの旨周知願います。 

なお、施行に当たって留意すべき事項については、政令、省令等と併せ後日お示しします。 

記 

第２ 公の施設の管理に関する事項 

今般の改正は、多様化する住民ニーズにより効果的、効率的に対応するため、公の施設の管

理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減等を図ること

を目的とするものであり、下記の点に留意の上、公の施設の適正な管理に努められたいこと。 

１ 指定管理者に関する事項 

（１）今般の改正により導入される指定管理者制度は、地方公共団体が指定する法人その他の団

体に公の施設の管理を行わせようとする制度であり、その対象は民間事業者等が幅広く含ま

れるものであること（第244条の２第３項関係）。 

（２）地方公共団体の長は、条例の定めるところにより、指定管理者に使用許可を行わせること

ができるものであるが、使用料の強制徴収（第 231 条の３）、不服申立てに対する決定（第

244条の４）、行政財産の目的外使用許可（第238条の４第４項）等法令により地方公共団体

の長のみが行うことができる権限については、これらを指定管理者に行わせることはできな

いものであること。（第244条の２第３項関係） 

（３）指定に当たって議決すべき事項は、指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称、

指定管理者となる団体の名称、指定の期間等であること。（第244条の２第６項関係） 

２ 条例で規定すべき事項 

（１）指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲その他必要な事項

は条例で定めることとされており、その具体的な内容は以下のとおりであること。（第244条

の２第４項関係） 

参考資料21 
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① 「指定の手続」としては、申請の方法や選定基準等を定めるものであること。なお指定

の申請に当たっては、複数の申請者に事業計画書を提出させることとし、選定する際の基

準としては例えば次のような事項を定めておく方法が望ましいものであること。 

ア 住民の平等利用が確保されること。 

イ 事業計画書の内容が施設の効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図ら

れるものであること。 

ウ 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力、人的能力を有していること。 

② 「管理の基準」としては、住民が当該公の施設を利用するに当たっての基本的な条件（休

館日、開館時間、使用制限の要件等）のほか、管理を通じて取得した個人に関する情報の

取扱いなど当該公の施設の適正な管理の観点から必要不可欠である業務運営の基本的事

項を定めるものであること。 

③ 「業務の範囲」としては、指定管理者が行う管理の業務について、その具体的範囲を規

定するものであり、使用の許可まで含めるかどうかを含め、施設の維持管理等の範囲を各

施設の目的や態様等に応じて設定するものであること。 

（２）旧法第244条の２第４項及び第５項と同様、指定管理者制度においても、利用料金を当該

指定管理者の収入として収受させることができることとし、当該利用料金は、公益上必要が

あると認める場合を除くほか、条例の定めるところにより、指定管理者が定めるものとして

いること。（第244条の２第８項及び第９項関係） 

（３）指定管理者に支出する委託費の額等、細目的事項については、地方公共団体と指定管理者

の間の協議により定めることとし、別途両者の間で協定等を締結することが適当であること。 

３ 適正な管理の確保等に関する事項 

（１）「事業報告書」においては、管理業務の実施状況や利用状況、料金収入の実績や管理経費等

の収支状況等、指定管理者による管理の実態を把握するために必要な事項が記載されるもの

であること。（第244条の２第７項関係） 

（２）清掃、警備といった個々の具体的業務を指定管理者から第三者へ委託することは差し支え

ないが、法律の規定に基づいて指定管理者を指定することとした今回の制度の趣旨にかんが

みれば、管理に係る業務を一括してさらに第三者へ委託することはできないものであること。 

（３）指定管理者が管理を通じて取得した個人情報については、その取扱いについて十分留意し、

「管理の基準」として必要な事項を定めるほか、個人情報保護条例において個人情報の保護

に関して必要な事項を指定管理者との間で締結する協定に盛り込むことを規定する等、必要

な措置を講ずべきものであること。また、指定管理者の選定の際に情報管理体制のチェック

を行うこと等により、個人情報が適切に保護されるよう配慮されたいこと。 

その際「地方公共団体における個人情報保護対策について」（平成 15 年６月 16 日付け総

行情第91号総務省政策統括官通知)の内容を十分に踏まえて対応されたいこと。 

４ その他 

道路法、河川法、学校教育法等個別の法律において公の施設の管理主体が限定される場合に

は、指定管理者制度を採ることができないものであること。 

第３ 施行期日等 

２ 指定管理者制度の導入に伴い、この法律の施行の際現に旧法第244条の２第３項の規定に基

づき管理の委託を行っている公の施設については、この法律の施行後３年以内に当該公の施設

の管理に関する条例を改正し、改正後の地方自治法第244条の２の規定による指定等を行う必

要があるものであること。（改正法附則第２条関係）  
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○指定管理者制度の運用について（平成19年１月31日 総行行第15号） 

（総務省自治行政局長発・各都道府県知事宛） 

 

地方自治法第244条に規定する公の施設の管理については、地方自治法の一部を改正する法律

（平成15年法律第81号）により、指定管理者制度が導入されたところですが、平成18年９月１

日をもって平成15年改正法附則第２条に規定する経過措置期間が終了し、地方公共団体は、公の

施設について自ら直接管理を行うか、指定管理者による管理を行なうかのいずれかによることと

なったところです。また、指定管理者の導入状況については、別添のとおり「公の施設の指定管

理者制度の導入状況に関する調査結果」として公表しました。 

公の施設の管理及び指定管理者制度の運用にあたっては、引き続き、下記の点に留意の上、運

用されるようお願いします。 

なお、貴都道府県内の市区町村に対しても、本通知について周知方よろしくお願いいたします。 

記 

１ 公の施設の管理については、既に指定管理者制度を導入している施設も含め、引き続き、そ

のあり方について検証及び見直しを行い、より効果的、効率的な運営に努めること。 

２ 指定管理者の選定手続については、透明性の高い手続きが求められていることから、指定管

理者の指定の申請に当たっては、複数の申請者に事業計画書を提出させることとし、選定する

際の基準、手続等について適時に必要な情報開示を行なうこと等に努めること。 

 

 

○平成20年度地方財政の運営について（平成20年６月６日 総財財第33号）〔抄〕 

（総務事務次官発、各都道府県知事宛） 

 

平成 20 年度の地方財政運営に当たっては、このような地方財政の現状を踏まえ、税収入の確

保、受益者負担の適正化等財源の確保に努める一方、各種施策の優先順位についての厳しい選択

を行い、限られた財源の重点的配分と経費支出の効率化に徹することとして、下記事項に十分留

意の上、経済の動向に即応した機動的・弾力的な運営にも配意し、節度ある財政運営を行うよう

お願いします。 

また、貴都道府県内の市町村に対しても速やかにその趣旨を御連絡いただくようお願いします。 

記 

第一 財政運営の基本的事項 

４ 地方分権改革、市町村合併及び行政改革の推進等 

（８）指定管理者制度の運用 

平成 15 年度に導入された指定管理者制度は、導入後５年を経過し新たな指定管理者の選

定に入ろうとしている団体が多いと見込まれるところであり、運用に当たっては以下の事項

に留意し、その在り方について検証及び見直しを行われたい。 

ア 指定管理者の選定の際の基準設定に当たっては、公共サービスの水準の確保という観点

が重要であること。 

イ 指定管理者の適切な評価を行うに当たっては、当該施設の態様に応じ、公共サービスに

ついて専門的知見を有する外部有識者等の視点を導入することが重要であること。 

ウ 指定管理者との協定等には、施設の種別に応じた必要な体制に関する事項、リスク分担

に関する事項、損害賠償責任保険等の加入に関する事項等の具体的事項をあらかじめ盛り

込むことが望ましいこと。また、委託料については、適切な積算に基づくものであること。 
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○指定管理者制度の運用について（平成22年12月28日 総行経第38号） 

（総務省自治行政局長発、各都道府県知事・各指定都市市長・各都道府県議会議長・各指定都市

議会議長宛） 

 

指定管理者制度は、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設である公

の施設について、民間事業者等が有するノウハウを活用することにより、住民サービスの質の向

上を図っていくことで、施設の設置の目的を効果的に達成するため、平成15年９月に設けられた

ところです。 

本制度は、その導入以降、公の施設の管理において、多様化する住民ニーズへの効果的、効率

的な対応に寄与してきたところですが、地方公共団体において様々な取組がなされる中で、留意

すべき点も明らかになってきたことから、これまでの通知に加え、下記の点に留意の上、改めて

制度の適切な運用に努められるよう、地方自治法第252条の17の５に基づき助言します。 

なお、貴都道府県内の市町村に対しても、本通知について周知方よろしくお願いいたします。 

記 

１ 指定管理者制度については、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認

められるときに活用できる制度であり、個々の施設に対し、指定管理者制度を導入するかしな

いかを含め、幅広く地方公共団体の自主性に委ねる制度となっていること。 

２ 指定管理者制度は、公共サービスの水準の確保という要請を果たす最も適切なサービスの提

供者を、議会の議決を経て指定するものであり、単なる価格競争による入札とは異なるもので

あること。 

３ 指定管理者による管理が適切に行われているかどうかを定期的に見直す機会を設けるため、

指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとすることとされている。この期間については、

法令上具体の定めはないものであり、公の施設の適切かつ安定的な運営の要請も勘案し、各地

方公共団体において、施設の設置目的や実情等を踏まえて指定期間を定めること。 

４ 指定管理者の指定の申請にあたっては、住民サービスを効果的、効率的に提供するため、サ

ービスの提供者を民間事業者等から幅広く求めることに意義があり、複数の申請者に事業計画

書を提出させることが望ましい。一方で、利用者や住民からの評価等を踏まえ同一事業者を再

び指定している例もあり、各地方自治体において施設の態様等に応じて適切に選定を行うこと。 

５ 指定管理者制度を活用した場合でも、住民の安全確保に十分に配慮するとともに、指定管理

者との協定等には、施設の種別に応じた必要な体制に関する事項、リスク分担に関する事項、

損害賠償責任保険等の加入に関する事項等の具体的事項をあらかじめ盛り込むことが望まし

い。 

６ 指定管理者が労働法令を遵守することは当然であり、指定管理者の選定にあたっても、指定

管理者において労働法令の遵守や雇用・労働条件への適切な配慮がなされるよう、留意するこ

と。 

７ 指定管理者の選定の際に情報管理体制のチェックを行うこと等により、個人情報が適切に保

護されるよう配慮すること。 

８ 指定期間が複数年度にわたり、かつ、地方公共団体から指定管理者に対して委託料を支出す

ることが確実に見込まれる場合には、債務負担行為を設定すること。  
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○大規模地震に係る災害発生時における避難所運営を想定した指定管理者制度の運用について（通

知）（平成29年４月25日 総行経第25号） 

（総務省自治行政局長発、各都道府県知事・各指定都市市長・各都道府県議会議長・各指定都市

議会議長宛） 

 

平成28 年熊本地震における対応で課題が指摘されたものについて、今後の震災対策に活かすた

め、中央防災会議防災対策実行会議に「熊本地震を踏まえた応急対策・生活支援ワーキンググルー

プ」が設置され、平成28年12月20日に「熊本地震を踏まえた応急対策・生活支援策の在り方に

ついて（報告）」がとりまとめられ、平成29年４月11日開催の第37回中央防災会議にて報告さ

れたところです。 

本報告においては、関係者間の連携の不足に伴う課題の一つとして、「市町村と施設管理者、指

定管理者の間で避難所運営を想定した役割分担等が共有されていなかったため、避難所運営を想定

していなかった指定管理者に多大な負担が生じる場合もあった」ことが指摘され、実施すべき取組

として、「避難所となる施設の中には、市町村が指定管理者を指定している場合もあるが、災害時

の市町村との役割分担について予め協定等で決めておくとともに、発災後も必要に応じて話合いを

行うことが必要である。」とされています。 

ついては、大規模地震に係る災害発生時における避難所運営を想定した指定管理者制度の運用に

ついて、下記の点に留意の上、適切な運用に努められるよう、地方自治法（昭和22年法律第67

号）第245条の４第１項に基づき助言します。 

なお、貴都道府県内の市区町村に対しても、本通知について周知方よろしくお願いします。 

記 

１．指定管理者が管理する施設における避難所等運営の役割分担の確認 

（１）指定避難所としての指定や果たすべき機能等の明確化 

指定管理者が管理する施設における避難所等運営については、施設を設置する地方自治体

（以下「設置団体」という。）の指定管理者制度所管部局及び施設管理担当部局が、防災担当

部局等と緊密に連携し、条例、地域防災計画等において、当該施設の災害対策基本法（昭和

36年法律第223号）上の指定避難所としての指定や果たすべき機能等について明確にしてお

く必要があること。 

（２）指定避難所である場合 

指定避難所である場合、避難所運営の対応マニュアルの作成、指定管理者との協定の締結等

を通じ、設置団体、施設所在市町村と指定管理者の間の役割分担をあらかじめ明確にしておく

必要があること。その際、指定管理者が避難所運営や、市町村による避難所運営の支援の役割

を担う場合にはその旨を明確にする必要があること。 

（３）指定避難所でない場合 

大規模地震に係る災害の場合には、あらかじめ指定避難所として指定されていないとして

も、周辺住民から見て避難に適していると判断された施設は事実上避難者が集まる場所とな

り、さらに事後的に指定避難所として指定されることもあり得ることに留意すること。このよ

うな事態が見込まれる施設では、避難者の受入れの可否の判断方法や、受け入れた場合の設置

団体、施設所在市町村と指定管理者の役割分担をあらかじめ明確にしておく必要があること。 

（４）避難所等の運営を市町村が行う場合 

大規模地震に係る災害の場合には、指定避難所や事実上避難者が集まる場所（以下「避難所

等」という。）の運営を市町村が行うこととしている施設であっても、指定管理者が市町村に

よる避難所等運営の支援の役割を担うなど、通常の施設管理以外の業務を行うこともあり得る
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ことに留意すること。 

（５）避難所等の運営を指定管理者が行う場合 

避難所等の運営を指定管理者が行う場合には、受け入れる避難者の数、安全管理、個人情報

の取扱い等運営の基本的な方針の決定方法や、他の関係機関との連絡調整の方法等について

は、施設所在市町村と指定管理者の間で調整の上、定める必要があること。 

また、指定管理者が避難所等運営において重要な役割を果たしている場合には、運営の基本

的な方針を決定する際、施設所在市町村と指定管理者との間で十分な連絡調整が行われること

が望ましいこと。 

２．指定管理者が管理する施設を避難所等として利用する場合の費用負担 

（１）費用負担の方針、協議の方法の明確化 

指定管理者が管理する施設を避難所等として利用することによって新たに必要となる費用や

施設の通常利用ができないことによる利用料金収入の補填等の追加負担、また、不要となる費

用の減額等の精算について、その方針や協議の方法（協議開始時期や手続、協議対象事項等）

をあらかじめ定めておく必要があること。 

（２）留意事項 

費用の追加負担については、指定管理者の業務の円滑な実施に支障をきたすことがないよ

う、留意する必要があること。特に、費用の追加負担の支出の時期については、指定管理者が

本来得られるべき通常の指定管理料や利用料金等の当面の収入が得られない状況があり得るこ

とを考慮する必要があること。 

また、都道府県が設置する施設を施設所在市町村が避難所等として利用する場合には、新た

に必要となる費用の負担者が不明確になることがあるため、都道府県と施設所在市町村の間で

事前の調整を行う必要があること。 

３．その他 

１及び２については、その内容に応じ、条例、地域防災計画のほか、指定管理者との間で定

める協定その他の書面において、可能な限り具体的に明記しておくことが望ましいこと。 

 

 

○２以上の指定管理者による都市公園の管理について（令和４年12月９日 国都公景第94号） 

（国土交通省都市局公園緑地・景観課長発、都道府県都市公園担当部局庁宛） 

 

「令和４年の地方分権改革に関する提案募集」において、既に指定管理者による管理が行われて

いる都市公園について、その区域の一部を Park PFI 事業者等の第三者が指定管理者として管理す

ることも可能である旨を明確化することについて提案があったことを踏まえ、指定管理者による都

市公園の管理に関する考え方について、下記のとおり通知いたします。 

なお、本件は総務省自治行政局市町村課行政経営支援室と協議済みである旨、念のため申し添え

ます。 

記 

一の都市公園（又はその区域の一部）について、各指定管理者の管理区分を明確にしたうえで、

複数の事業者（Park PFI事業者を含む。）が指定管理者制度により管理することも可能である。 
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【指定管理者制度関係庁内通知等】 

○行革担当者会議配付資料 

 （平成19年12月17日開催）［抄］ 

配付資料２ 広告事業の実施に当たっての留意事項 

４ 指定管理者制度導入施設における広告事業の実施について 

 

（１）基本的な考え方 

   指定管理者が管理運営する施設に係る広告事業の実施については以下のとおり行

う。 

○施設の場合 

 ・県が広告スペースを決定した後、指定管理者が広告事業主体となり広告の募集を

行う。 

 ・指定管理者に対して、行政財産の目的外使用許可を行い、規定の使用料を徴す

る。 

 ・広告料は指定管理者の収入とし、その一部を指定管理料の減額等により県に還元

させる。 

○印刷物等の場合 

 ・指定管理者が広告事業の主体となり広告の募集を行う。 

 ・広告料は指定管理者の収入とし、その一部を指定管理料の減額等により県に還元

させる。 

 位置・面積等 県への手続 広告料等の取扱 

施設 ・施設の本体の目的を

損なわない箇所・範囲

とするため、広告スペ

ースは県が指定する。 

・使用許可申請 

 （県の定める掲示スペー

スのうち、実際に使用

する面積） 

・広告内容についての協議 

 

（指定期間の中途で行う場

合） 

・還元額についての協議 

・使用料を県に納

付 

・広告料は指定管

理者の収入とし、

その一部を指定管

理料の減額等によ

り県に還元させ

る。 

印刷物等 ・県施設に係る広報媒

体としての機能が維持

できるように、広告の

掲載位置等についてチ

ェックを行う。 

・広告の掲載位置等につい

ての協議 

・広告内容についての協議 

 

（指定期間の中途で行う場

合） 

・還元額についての協議 

・広告料は指定管

理者の収入とし、

その一部を指定管

理料の減額等によ

り県に還元させ

る。 

 

参考資料22 
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（２）指定管理者の募集時に広告事業が実施できることを明示して行う場合 

   募集要項・業務仕様書に、指定管理者が行うことのできる事業として、広告事業に

係る以下の事項について明示しておく。 

  ①指定管理者は、県の指定する広告スペース等において、広告主に広告を掲出させ、

公告に係る料金を徴収することができること。 

  ②掲出する広告の内容は、千葉県広告事業実施要綱、千葉県広告掲出基準で定める範

囲内とし（上乗せする場合はその旨を記載）、県と協議し決定すること。 

   （印刷物等への広告掲載については、掲載位置等についても県と協議し、決定する

こと） 

  ③行政財産（施設壁面等）を使用する場合は、地方自治法第238条の4の規定による

目的外使用許可を必要とし、併せて、使用料及び手数料条例に基づく使用料を県

に納入すること。 

  ④（行政財産（施設壁面等）を使用する場合）広告掲出が可能な広告スペースの位

置、面積 
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（３）指定期間の中途において広告事業を実施させる場合。 

   指定管理者の募集時に広告事業の実施を明示することにより見込まれる財政効果で

ある「指定管理料の減額」に見合う措置として、広告料収入によって節減可能となる

指定管理料を県に還元させることとし、以下の事項について、協定等の変更を行う。 

  ① 

  ② 

  ③ 

  ④ 

  ⑤広告料収入を充てることにより減額可能となる金額については、県と協議のうえ、

協定に定める指定管理料から減額すること。 

 

指定管理者の募集時に広告事業が実施できることを明示して行う場合

と同じ。 
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○指定管理者が管理する県の備品の取扱いについて 

（平成27年８月５日 行革第130号・管財第735号）［抄］ 

（総務部行政改革推進課長・管財課長発、関係各部（庁）主管課長宛） 

 

このことについて、下記のとおり取扱うこととしたので、貴部（庁）内関係各課に周知

願います。 

記 

１ 千葉県財務規則上の取扱い 

指定管理者が管理する県の備品については、財務規則第１８１条における「備品」   

として取扱い、寄託品には該当しないため、財務規則第１９９条第２項に規定する  

受領書は徴しないこととする。 

 

２ 物品管理システムにおける処理方法等について 

本庁・かいで管理する備品と指定管理者が管理する備品を区別するため、物品管理  

システムにおける所在場所への施設名（原則、設置管理条例に規定するもの）の記載を  

徹底すること。また、別紙「管理事務の流れ」に則り、適正に管理を行うこと。 

なお、所在場所が施設名となっていない備品については、平成２７年１１月末までに 

修正処理を行うこと。                    
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備品管理事務の流れ 

１ 指定管理開始時 

備品の一覧を提示し協定締結（県－指定管理者）  

２ 指定管理期間中 

（１）備品を購入する場合 

＜県が購入する場合＞ 

 

 

購入（県） 

  

  ↓ 

 

 

＜指定管理者が購入する場合＞ 

県と指定管理者で備品の帰属等について事前協議 

県所有とする場合     指定管理者所有とする場合 

 ↓               ↓ 

       事前協議の承諾       （県） 

 ↓               ↓ 

         購入        （指定管理者） 

 ↓               ↓ 

寄附申込書（指定管理者） 指定管理者による適切な管理（指定管理者） 

 ↓ 

寄附受入書（県） 

 ↓ 

物品管理システムの登録・備品ラベルの貼付（県） 

          ↓ 

協定締結時に提示した備品の一覧を更新（県－指定管理者） 

（２）県所有の備品を使用しなくなった場合 

           使用しなくなった旨の申し入れ        （指定管理者） 

↓ ↓ 

    使用希望所属募集    （県） 自所属で使用（県） 

使用希望所属あり 

↓ 

使用希望所属なし 

↓ 
↓ 

 不用決定（県） 物品管理システムの整理 

 

保管換え（県） 

 

 

↓ 

↓ 

廃棄決定（県）

↓ 

廃棄（県） 

↓ 

↓ 

売払決定（県）

↓ 

売払い（県） 

↓ 

（所在場所の変更）

（県） 

 

↓ 

         協定締結時に提示した備品の一覧を更新        （県－指定管理者） 

（注）不用決定から廃棄・売払いまでの間、県が不用品を管理する場合は、不用決定時に一覧を更新する。

３ 各事業年度終了後（年１回） 

事業報告書にて当該年度の備品増減を報告（指定管理者） 

  ↓ 

備品の一覧・物品管理システムとの突合（県） 

  

別紙 

物品管理システムにおいて 

その都度、必要な処理を行う。 

※ 本「管理事務の流れ」については、主な管理事務の流れを示したものであるため、事務の詳細等について

は、財務規則、管財課の通知等に従うこと。 

県の備品管理及び指定管理者の会

計処理の適正化を図るため、少なくとも

事業年度毎に寄付の申込及び受入の

処理を行うこと。 

この場合、財務規則の第 34 条第 2

項第 2 号（財政課への合議）及び第 187

条（寄附の受入れ）について遺漏のない

よう留意されたい。 

H31.3改正 

購入する備

品の性格や維

持費の有無等

を踏まえ、必

要に応じて財

政課に事前協

議すること。 
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○指定管理者選定に係る外部有識者等へのプレゼンテーションの実施方法について（通

知） 

 （令和２年８月５日 行革第２７３号） 

 （総務部行政改革推進課長発、令和２年度指定管理者選定施設所管課長宛） 
 

現在、各施設所管課において、次期指定管理者選定の手続きを進めておりますが、  

募集期間終了後に実施する外部有識者等へのプレゼンテーションに当たっては、指定 

管理者制度導入・運用に係るガイドライン（令和２年３月改訂）において、「原則として

外部有識者等に参集を依頼し一堂に会して行うこと」としているところです。 

しかしながら、新型コロナウイルス感染症の拡大が懸念されていることから、その  

実施方法については、オンラインによる実施など、柔軟に御対応いただくようお願い  

いたします。 

また、従来どおり一堂に会してプレゼンテーションを実施する場合は、十分な感染  

防止策を講じるよう、お願いいたします。 

 

○千葉県電力の調達に係る環境配慮方針 

 （令和３年４月１日 環第３１号）［抄］ 

 （環境生活部環境政策課長発、各課・局の長・各出先機関の長宛） 

１ 目的 

この方針は、「国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に 

関する法律」第１１条の規定に基づき、千葉県が行う電力の調達に係る競争入札の実施

に際し、温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約（以下、「環境配慮契約」という。）

を締結するために必要な事項を定める。 

３ 環境配慮契約の実施方法 

（１）入札参加資格確認審査において、当該入札に係る申込みをした者のうち、評価基準

を満たした者を入札の参加資格者とし、その中から当該申込に係る価格に基づき契約

の相手方を決定する方式（以下、「裾切り方式」という。）により行う。 

（２）裾切り方式における入札参加資格の付与は、以下の手順で実施する。 

・契約担当者は、評価基準を満たした者を入札参加者とすることを明らかにして、入札

公告を実施する。 

・入札参加資格確認申請時に、「適合証明書」（様式１）の提出を求める。 

・提出された適合証明書により、評価基準への適合状況を判定し、基準を満たしている

者にのみ入札参加資格を付与する。 

（３）評価基準は別紙のとおりとし、必要に応じて見直す。 

（４）複数の小売電気事業者の参加が見込まれない場合には、公正な競争を確保するため

に、裾切り方式の適用を要しない。 

６ その他 

  本方針の実施に際して必要な事項は、環境生活部において所管する。 

  また、各部局等においては、公社等外郭団体及び指定管理者等が管理する庁舎等に  
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おいても本指針の趣旨に沿った電力の調達を行うよう要請に努めるものとする。 
 

○指定管理者の指定等の手続に関する押印の見直しについて（通知） 

 （令和３年５月１３日 行革第１６８号） 

 （総務部行政改革推進課長発、指定管理者制度導入施設所管課長宛） 

指定管理者の指定の申請にあたっては、法人その他の団体であって指定管理者の指定

を受けようとするものは、指定申請書（千葉県公の施設の指定管理者の指定の手続等に 

関する条例施行規則（平成１６年千葉県規則第５２号）別記様式）に必要書類を添付  

して、指定管理者の指定を受けようとする公の施設を管理する知事、教育委員会又は公営

企業管理者（以下「知事等」という。）の指定する日までに、知事等に提出する必要が   

あります。 

この度、指定管理者の指定等の手続に関する押印について、令和３年３月８日付け  

行革第６４８号・政法第１４１０号「行政手続等における押印見直し方針の制定及び  

見直しの実施について（通知）」に基づき見直しを行い、指定申請書への押印は不要と  

することとしましたので、適切に御対応いただきますよう、お願いします。 

 

○「大多喜県民の森」及び「船橋県民の森」における不適切な料金徴収について 

 （令和３年６月１６日報道発表）［抄］ 

２ 事案の概要 

（１）経緯 

県民から寄せられた情報を受けて、県が実地調査したところ、大多喜県民の森及び 

船橋県民の森において、指定管理者が徴収できない料金（以下「不適切な料金」と   

いう。）を利用者から徴収している事実が確認された。 

５ 再発防止策 

・当該指定管理者に対し、徴収できる料金を正しく理解させるとともに、徴収する料金に

ついては県に提出する事業計画書にもれなく記載するよう、指導を徹底する。 

・当該指定管理者における社内のチェック体制について、改善結果を県に報告させる。 

・当該指定管理者が事業計画書どおりに料金を徴収しているか確認するため、県による

実地調査を実施する。 

・他の県民の森（４施設）の指定管理者に対しても、本件の事案を踏まえ、利用者からの

適正な料金徴収について文書で周知する。 

 

○知事が保有する個人情報等の適切な管理のための措置に関する要領 

（平成１９年２月１６日制定、令和４年５月２５日改正）［抄］ 

第７ 職務個人情報の提供及び業務の委託等 

（指定管理者の指定に伴う措置） 

５ 保護管理者は、指定管理者に公の施設の管理を行わせるときは、選定に当たり必要な

調査を行うこと、指定に当たり個人情報等を適正に取り扱うことを条件として付すこと、

協定書等に安全管理、秘密の厳守等個人情報等の保護について必要な事項を明記し、指

定管理者に個人情報等の保護について責務を課すことなどの措置を講ずるものとする。 
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○パンフレット「納本のお願い」の配布について（送付） 

（令和４年１２月１４日 政法第９６１号）［抄］ 

各所属において下記の出版物を作成した場合には、国立国会図書館への納入について遺

漏なく行っていただきますようにお願いします。 

記 

３ 文化施設の刊行物 

県立博物館や美術館の展示会図録や年次報告書、所蔵資料目録等。施設の運営を指定

管理者に委託している場合であっても、当該施設名で刊行した資料は、県に納本義務が

あります。 


